
業

務

便

覧

高
知
県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

 令和７年度

業 務 便 覧 

よさこいクラブ高知 

（公益財団法人高知県老人クラブ連合会） 





目  次 

 

１ 令和７年度 事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １～７  

 

２ 令和７年度 正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８～９  

 

３ 令和７年度 正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10  

 

４ 令和７年度 県老連実施・開催事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・ 11～15 

        

5  令和７年度 市町村老連モデル委託事業及び補助事業 

 （１）市町村老連モデル委託事業及び補助事業一覧・・・・・・・・ ・・・・・・ 16 

（２）市町村老連モデル委託事業及び補助事業実施要綱・・・・・・ ・・・・・・ 17 

① 地域支え合い事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17     

② 健康づくりリーダー養成事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18     

③ 若手・女性会員活動促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18  

④ 若手高齢者広域スポーツ等交流大会開催事業 ・・・・・・・・・・・・・ 19     

⑤ 新規会員加入促進・解散防止モデル事業 ・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

⑥ 老人クラブ活動支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

⑦ 会員増クラブに対する活動支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

 

（３）市町村老連モデル委託事業及び補助事業対象経費について（別表１）・・・ 21 

 （４）市町村老連モデル委託事業及び補助事業実施手順について（別表２）・・・ 22 

     〇市町村老連モデル委託事業申請書等様式・・・・・・・・・・・・・・  23～24 

    〇補助事業関係申請書等様式【老人クラブ活動支援事業】・・・・・・・    25～26  

    〇補助事業関係申請書等様式【会員増クラブに対する活動支援事業】・・・ 27～28 

       

6  令和７年度 年間行事予定表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29～30 

 

７ 令和７年度 組織体制・関係法規 

◎公益財団法人高知県老人クラブ連合会 定款・・・・・・・・・・・・・・  31～39  

◎公益財団法人高知県老人クラブ連合会の 

評議員及び理事候補者の選出基準に関する規程・・・・ ・      40～41 

◎公益財団法人高知県老人クラブ連合会 若手委員会設置規程・・・・・・・・ 42～44 



 

◎公益財団法人高知県老人クラブ連合会 女性委員会設置規程・・・・・・・      45～47 

◎（公財）高知県老人クラブ連合会 役員名簿・・・・・・・・・・・・ 48 

◎高知県老人クラブ連合会 事務局事務分担表・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 

 ◎市町村老人クラブ連合会 事務局一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 

 

８ 資料・統計関係 

 ◎老人クラブ数・会員数と加入率の推移（創設～）・・・・・・・・・・・・・・  51 

◎市町村別老人クラブ数・会員数一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  52 

◎市町村別老人クラブ数・会員数の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  53 

◎県老連が所有するスポーツ用具の貸出について・・・・・・・・・・・・・  54～55 

◎県老連ホームページの活用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  56 

◎老人クラブ会員章と老人クラブ手帳・活動日誌・会計簿のご案内・・・・・・・  57 

◎全老連発行教材のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  58 

◎いきいきクラブ体操【図解】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  59～60 

  ＊立ってする体操 ＊椅子に座ってする体操 

◎全国老人クラブ連合会の取扱い保険ＰＲ用・・・・・・・・・・・・・・・・  61 

  ※役員会や研修会で配布するＰＲ資料としてお使いください。 

◎老人クラブ傷害保険・賠償責任保険内容・・・・・・・・・・・・・・・・・    62 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

１ 令和７年度 事業計画 

 

■基本的な考え方  

誰もが住み慣れた地域で、安心して健やかに暮らし続けていくために、本県では、つ

ながり支え合う高知型地域共生社会の実現に向けた取組が進められています。 

こうした中、老人クラブは、長年、地域における高齢者の自主的な組織として、「健康・

友愛・奉仕」という 3 つのスローガンを掲げ、楽しく健康で生きがいをもって暮らして

いけるよう、身近な仲間と支え合いながら地域の集いの場づくりを進めてきました。 

しかし、近年の老人クラブでは、ライフスタイルの多様化などにより、新たにクラブ

に加入する高齢者が減少し、クラブをけん引する役員のなり手不足などもあり、クラブ

の解散や会員の減少が続いています。 

これからの超高齢化社会において、クラブ会員一人一人が生きがいを持ち、元気に楽

しく暮らしていくためには、「のばそう！健康寿命、担おう！地域づくりを」をメインテ

ーマとして活動するクラブの役割が、これまで以上に重要なものとなります。 

このため、引き続き、新たな会員の加入促進や役員の確保に取り組むとともに、活動

の中核となる若手や女性のパワーを一層活かして、組織の活性化を図りながら、高齢者

の暮らしやすい地域づくり活動を目指していきます。 

 

 

■重点的な取り組み 

１ 新たな会員の加入や役員のなり手確保を推進しよう！！ 

新たな会員の加入が少ないことや役員のなり手不足などによって単位老人クラブの

解散が続き、老人クラブは大変厳しい状況にあります。 

しかし、地域の高齢者へ積極的に加入を勧める声かけをすることで会員数が増加し

たクラブもありますし、関係団体の協力も得ながらクラブの存続を図っている地域も

あります。 

新規会員の確保やリーダーの発掘、クラブの解散防止、新規クラブ立ち上げに向け

て、若手や女性のパワーを活かし、魅力あるスポーツ・文化活動を展開するとともに、

活動の楽しさを知ってもらうための情報発信を進めていきます。 

 

２ 健康長寿を目指し、フレイル予防や健康づくりに一層取り組もう！！ 

人生 100 年時代を迎え、高齢者が住み慣れた地域で、生きがいをもって自立した生

活を送るためには、加齢とともに心身の機能が低下する「フレイル」を予防すること

が重要です。 

このため、会員一人一人が健康寿命を延ばし、生き生きと楽しい生活を送れるよう、

新型コロナウイルス等の感染防止には引き続き留意をしながら、これまで以上に地域

での健康体操やウォーキング、スポーツ、ゲーム、集い、芸能、旅行などの活動を通じ
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た健康づくりを推進します。 

 

３ 子どもや支援の必要な高齢者の見守りなど地域の支え合い活動の担い手になろ

う！！ 

老人クラブの組織力を活かし、家に閉じこもりがちな１人暮らし高齢者などへの声

かけや訪問活動、楽しく会話ができる集いなどを行い、住み慣れた地域で皆が生きが

いを持って安心して暮らせるよう、地域支え合い活動を推進します。 

また、子どもとの交流機会を持ち、一緒になって地域の伝統文化活動や昔遊び、自

然体験などを行うことで、子どもの健全な成長に寄与するとともに、住みやすい地域

づくりに向け、道路、公園等の清掃や花づくりといった環境美化活動等も推進してい

きます。 

  

４ 若手・女性会員の活動の場を広げ、クラブ活動の担い手を確保しよう！！ 

会員の減少や役員のなり手不足が進む中、若手や女性の会員には、これまで以上に

クラブ活動の中核的な担い手になることが期待されています。 

このため、若手・女性会員のリーダーを対象とした研修会や若手・女性会員が中心

となって芸能大会・スポーツ交流会等を開催することにより、新しい視点からクラブ

活動の活性化を図るとともに、活動に関する企画力と運営力の向上を図りながら、こ

れからのクラブ活動を担っていくリーダーの養成に努めます。 
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■事業の推進 

１ 地域支え合いの推進（ 2,443 千円 → 2,366 千円   △77 千円） 

  地域に密着した高齢者組織のネットワークを活かし、１人暮らしの閉じこもりがち

な高齢者に情報を届けるなどの友愛活動を進めるとともに、子どもの見守りや環境美

化活動を推進し、地域の支え合い活動を進める。 

 

（１）地域支え合い活動の推進 

   老人クラブは、それぞれの地域において、長年にわたり高齢者の健康保持・増進、

相互の支え合い、住みよい地域づくりなどに取り組んできた。 

   これからも、地域において皆が楽しく、生きがいを持って安心して暮らしていく

ために、研修会の開催などにより地域支え合いについて理解を深めながら、活動を

推進する。  

 

（２）市町村老連による地域支え合い事業の実施 

   高齢者同士の見守り活動や友愛訪問などの様々な地域支え合い活動を広げていく

ため、モデルとなる事業を市町村老連に委託して実施する。 

委託先：１市町村老連 

委託料：１市町村老連当たり 30,000 円以内 

 

 

 

２ 健康づくり・介護予防の支援（ 5,076 千円 → 4,670 千円  △406 千円） 

   人生 100 年時代を迎え、健康寿命をのばし、生き生きとした生活を送れるように、

健康づくりに関する地域での実践、スポーツを通じた健康づくりを推進する。 

  

（１）健康づくりリーダー研修の実施 

健康づくりや介護予防・フレイル予防、また新たなスポーツ等に関する知識を高

める研修会を開催し、会員の健康づくりへの意識の向上や日頃の活動に役立てると

ともに、新たな健康づくりリーダーの確保を図る。 

〇開催場所  ３会場（西部、中部、東部） 

〇研修の内容 健康づくりに関する講演会、ニュースポーツの講習会等 

  

（２）ろうれんピックの開催 

   高齢者が気軽に楽しめるスポーツによる健康と生きがいづくりを推進するととも

に、会員の交流の輪を広げるためにスポーツ大会を開催する。 

   〇開催場所  ３会場（西部、中部、東部） 

 

（３）市町村老連による健康づくり・介護予防推進事業の実施 

市町村老連に、他の市町村老連のモデルとなる健康づくりや介護予防などの事業
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を委託して実施することにより、県内における健康づくりや介護予防を推進する。  

委託先：３市町村老連 

委託料：１市町村老連あたり 50,000 円以内 

 

 

 

３ 若手高齢者・女性会員による老人クラブ活動の活性化 

（ 5,853 千円 → 4,623 千円  △1,230 千円） 

 会員の高齢化などに伴いクラブの解散や会員の減少が続く中、若手及び女性会員の

クラブ運営に関するノウハウの向上、また若手及び女性リーダーの養成を図り、新規

会員の加入促進に繋がるよう、クラブ活動の活性化を推進する。 

 

（１）県老連及び市町村老連の若手委員会・女性委員会活動の一層の活性化 

① 県老連若手委員会・女性委員会と県内外の若手委員会等との意見交換会の実施 

県老連若手委員会及び女性委員会と他県や県内市町村老連の若手委員会・女性委

員会との意見交換会等を行うことにより、県老連や市町村老連の若手委員会等の活

動の活性化に繋げる。 

 

② 各市町村老連女性委員会の連帯促進事業の実施 

各市町村老連の女性委員会が共同で作業を行い、県内女性会員の連帯感を高める

ための「ものづくり」事業を実施する。 

 

（２）元気ハツラツ＆はちきん大会の開催 

   若手委員と女性委員が共同で企画から運営までを担い、イベントの企画力や運営

力の向上を図るとともに、会員の交流と新たな仲間の勧誘及び今後の活動への意欲

を高める場として開催する。 

 

（３）会員パワーアップ研修会の開催  

   開催地の若手リーダーを中心に企画、運営し、新規会員の加入や活発なクラブ活

動に繋がるよう、今話題になっているスポーツなど会員が楽しめる事業やクラブの

作り方を学ぶ。 

① 対象者 

    市町村老連会長、単老会長等の役員、女性・若手委員、将来リーダーとして期

待される会員 

② 開催箇所数  

1 か所で開催 

 

（４）市町村老連によるモデル事業の実施 

① 若手・女性会員活動促進事業 

市町村老連に委託し、他の市町村老連のモデルとなる若手や女性会員のニーズの      



5

高い事業を実施し、老人クラブ会員増強と活動の活性化を図る。 

委託先：３市町村老連 

     委託料：１市町村老連当たり 30,000 円以内 

 

② 若手高齢者広域スポーツ等交流会の開催 

市町村老連の区域を越えて、市町村若手委員会の主催による広域の交流会を開催 

することにより、企画力と指導力を育成するとともに、広域に参加を呼びかけるこ 

とで、相互の交流と会員増を図る。 

委託先：２市町村老連 

委託料：１市町村老連当たり 80,000 円以内 

 

 

 

４ 老人クラブ活動の支援（ 2,385 千円 → 2,851 千円  466 千円） 

  複数の市町村老連が協力して自主的に行う多様な活動や単位老人クラブの会員増に

つながる活動に助成することにより、新規会員の加入促進やクラブの解散防止を図る

とともに、地域の実情に応じた会員が楽しめる事業を行う。 

 

（１）新規会員加入促進・解散防止モデル事業 

新規会員の加入促進やクラブの解散防止のための事業をモデル市町村老連に委託

して実施することにより、今後の他の市町村老連における活動に活かしていく。 

委託先：２市町村老連  

委託料：50,000 円以内     

 

（２）老人クラブ活動支援事業の実施 

複数の市町村老連が協力して行なう事業（ブロック別芸能大会、体育大会など）

への助成を行い、市町村の区域を越えた会員の交流を行うことによりクラブ活動の

活性化を図る。 

助成額総額：290 千円 

 

（３）会員増クラブに対する活動費の助成 

会員が５人以上増加したクラブに対して活動費を助成し、一層の会員増と活動強

化を図る。 

助成額：単位老人クラブ当たり 10,000 円以内 

 

（４）市町村老連会長・事務担当者会の開催 

県内全域やブロック別の市町村老連会長・事務担当者会を開催し、当該年度予算

及び事業の説明や、市町村老連の活動の参考となる研修・情報提供などを行ったう

えで、県老連及び市町村老連間の連携を強化しつつ、新規会員の加入促進といった

課題や地域支え合い活動といった事業の推進等について意見交換を行い、今後の老
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人クラブ活動の活性化に取り組んでいく。 

 

（５）四国４県協議会への参加 

四国４県老人クラブ連合会協議会へ参加し、各県の様々な活動に関する情報収集

を行い、本県における活動に活かしていく。 

 

 

 

５ 老人クラブ活動の情報提供と啓発（ 5,448 千円 → 4,057 千円  △1,391 千円） 

老人クラブの活動に関する情報等を一般県民等に広く紹介、周知するとともに、ク

ラブ会員に対してこれからの活動の参考となる情報を提供し、新規会員の加入促進及

び活動の活性化を図る。 

 

（１）クラブ活動の広報の強化 

当会のホームページをリニューアルし、老人クラブの目的や活動状況等を広く県

民等に紹介するとともに、マスコミへの積極的な情報提供を行い、老人クラブへの

理解と新規会員の加入への促進に繋げる。 

 

（２）会員等に対する情報提供 

機関紙「よさこいクラブ高知」を用いて、特色のあるクラブ活動や高齢者の健康

づくり等を広く会員に紹介するとともに、市町村老連間の連携強化につなげる。 

 

 

 

６ 法人事業及び管理運営（ 3,745 千円 → 4,920 千円  1,175 千円） 

（１）理事会・評議員会・正副会長会の開催 

   理事会等を適切に開催することにより、適正な法人運営を行うとともに、今後の

老人クラブの存続に向けた議論を活発に行う。 

 

（２）高知県老人クラブ大会の開催 

   老人クラブの活動・発展に尽力してきた会員・団体に対する表彰や、今後のクラ

ブ活動に有意義な講演を行い、地域支え合いや健康づくり等の活動につなげていく。 

 

（３）広域の大会等へ参加 

全国老人クラブ大会（茨城県）や中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会

（島根県）に参加し、他県の先進地事例に関する情報収集等を行う。 

 

（４）社会参加活動等の推進 

高齢者の意欲と姿勢を地域社会に示すために、「老人の日・老人週間」において「健

康」「友愛」「奉仕」の老人クラブの全国三大運動の取組を推進する。 
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（５）老人クラブ傷害保険・賠償責任保険、会員章の普及促進 

① 傷害保険・賠償責任保険の加入促進 

    会員のクラブ活動や日常生活の万が一のけがなどに備えるため、積極的に加入

促進に努める。      

 

② 会員章の普及 

    全国共通の“仲間のしるし”であり、老人クラブの輪をさらに広げるため多く

の会員への普及を目指す。 
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0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
53 200 150 300 250 0 953 835 1,788 1,991
53 200 150 300 250 0 953 835 1,788 1,991
0 225 15 145 0 0 385 0 385 515
0 225 15 145 0 0 385 0 385 515
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,283 4,125 4,338 2,286 3,757 0 16,789 3,652 20,441 21,517
2,283 4,125 4,338 2,286 3,757 0 16,789 3,652 20,441 21,517

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 26 26 0 26 26
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 14 14 0 14 14
0 0 0 0 0 10 10 0 10 10

2,336 4,550 4,503 2,731 4,007 27 18,154 4,487 22,641 24,050

2,366 4,670 4,623 2,851 4,057 0 18,567 4,920 23,487 24,950
2,134 3,399 3,252 2,119 2,132 0 13,036 2,814 15,850 17,969

644 1,065 966 644 644 0 3,963 983 4,946 4,986
1,126 1,126 1,688 1,126 1,125 0 6,191 563 6,754 7,390

0 26 0 0 0 0 26 0 26 103
0 728 0 0 0 0 728 940 1,668 2,376

87 0 87 87 87 0 350 0 350 721
277 455 510 262 275 0 1,779 328 2,107 2,393
232 1,271 1,371 732 1,925 0 5,531 0 5,531 6,333
119 79 446 137 0 0 781 781 1,004

12 60 189 6 406 0 673 673 575
10 240 145 23 20 0 438 438 540

0 0 0 0 74 0 74 74 74
5 80 70 85 558 0 798 798 782
0 0 0 0 198 0 198 198 450
0 0 0 5 0 0 5 5 0
0 6 0 0 0 0 6 6 350

23 140 157 26 378 0 724 724 816
0 45 15 0 0 0 60 60 29

30 60 35 0 0 0 125 125 140
3 0 0 0 0 0 3 3 287
0 0 0 340 0 0 340 340 340

30 561 265 100 291 0 1,247 1,247 891
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 15 0 0 0 15 15 21
0 0 0 10 0 0 10 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 34 0 0 0 34 34 34

2,106 2,106 648
10 10 10

6 6 0
671 671 267

0 0 5
153 153 15
208 208 6

50 50 85
0 0 90

306 306 107
20 20 0

677 677 53
0 0 5
2 2 2
3 3 3

2,366 4,670 4,623 2,851 4,057 0 18,567 4,920 23,487 24,950
△ 30 △ 120 △ 120 △ 120 △ 50 27 △ 413 △ 433 △ 846 △ 900

0 0
0 0
0 0

△ 846 △ 900
29,613 29,980
28,767 29,080

0 0
0 0
0 0
0 0

28,767 29,080

４ 令和７年度 県老連実施・開催事業の概要  

 

【地域支え合い活動の推進】 

事 業 名 地域支え合い研修会 

趣  旨 

高齢者同士の見守り活動を実践しているクラブの事例発表や特殊詐欺被害の防止

等について学び、地域支え合いの推進及び住みやすい地域づくりに向けた研修会を

開催します。 

※健康づくり研修会と同時開催 

事業内容 事例発表、講演 等 

開 催 日 

会  場 

＊東部：８月２８日（木）田野町老人福祉センター  

＊中部：9 月１８日（木）県立ふくし交流プラザ  

＊西部：７月１７日（木）四万十市総合文化センターしまんとピア 

 

 

【健康づくり・介護予防に関する事業】 

 

事 業 名 集え！競おう！ろうれんピック 2025 

趣  旨 
誰もが楽しめるスポーツを通して、交流の輪を広げ、健康と生きがいづくりを推

進する。 

開 催 日 

会  場 

競技種目 

＊東部： ５月２２日（木）安芸市体育館〈ワナゲ、シャフルボード〉 

    10 月 １ 日（水）安芸市補助グラウンド他〈グラウンド・ゴルフ、モルック〉

＊中部： ６月１１日（水）県立春野総合運動公園〈ワナゲ、フロッカー、ボッチャ〉 

10 月１５日（水）県立春野総合運動公園〈グラウンド・ゴルフ、ペタンク、モルック〉 

＊西部： ５月 ３０日（金）宿毛市総合運動公園〈ワナゲ、ボッチャ〉 

    10 月 ２８日（火）宿毛市総合運動公園〈グラウンド・ゴルフ、ペタンク〉 

事 業 名 健康づくりリーダー研修会 

趣  旨 

皆が地域で楽しく、元気に暮らしていきたいという願いを実現するために、高齢

者の健康保持・増進に向けて、介護予防・フレイル予防の理解を深めるとともに、

新たな健康づくりリーダーの確保を図る。 

※地域支え合い研修会と同時開催 

事業内容 事例発表、講演 等 

開 催 日 

会  場 

＊東部：８月２８日（木）田野町老人福祉センター  

＊中部：9 月１８日（木）県立ふくし交流プラザ  

＊西部：７月１７日（木）四万十市総合文化センターしまんとピア        
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４ 令和７年度 県老連実施・開催事業の概要  

 

【地域支え合い活動の推進】 

事 業 名 地域支え合い研修会 

趣  旨 

高齢者同士の見守り活動を実践しているクラブの事例発表や特殊詐欺被害の防止

等について学び、地域支え合いの推進及び住みやすい地域づくりに向けた研修会を

開催します。 

※健康づくり研修会と同時開催 

事業内容 事例発表、講演 等 

開 催 日 

会  場 

＊東部：８月２８日（木）田野町老人福祉センター  

＊中部：9 月１８日（木）県立ふくし交流プラザ  

＊西部：７月１７日（木）四万十市総合文化センターしまんとピア 

 

 

【健康づくり・介護予防に関する事業】 

 

事 業 名 集え！競おう！ろうれんピック 2025 

趣  旨 
誰もが楽しめるスポーツを通して、交流の輪を広げ、健康と生きがいづくりを推

進する。 

開 催 日 

会  場 

競技種目 

＊東部： ５月２２日（木）安芸市体育館〈ワナゲ、シャフルボード〉 

    10 月 １ 日（水）安芸市補助グラウンド他〈グラウンド・ゴルフ、モルック〉

＊中部： ６月１１日（水）県立春野総合運動公園〈ワナゲ、フロッカー、ボッチャ〉 

10 月１５日（水）県立春野総合運動公園〈グラウンド・ゴルフ、ペタンク、モルック〉 

＊西部： ５月 ３０日（金）宿毛市総合運動公園〈ワナゲ、ボッチャ〉 

    10 月 ２８日（火）宿毛市総合運動公園〈グラウンド・ゴルフ、ペタンク〉 

事 業 名 健康づくりリーダー研修会 

趣  旨 

皆が地域で楽しく、元気に暮らしていきたいという願いを実現するために、高齢

者の健康保持・増進に向けて、介護予防・フレイル予防の理解を深めるとともに、

新たな健康づくりリーダーの確保を図る。 

※地域支え合い研修会と同時開催 

事業内容 事例発表、講演 等 

開 催 日 

会  場 

＊東部：８月２８日（木）田野町老人福祉センター  

＊中部：9 月１８日（木）県立ふくし交流プラザ  

＊西部：７月１７日（木）四万十市総合文化センターしまんとピア        
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【若手・女性会員が企画運営する事業】 

事 業 名  県内外の若手委員会等との情報交換会  

趣  旨 
本県の若手委員会と県外の若手委員会等との意見交換会を開催し、活動の活性化

を図る。 

事業内容 若手委員会で内容を検討 

対 象 者 高知県老連若手委員会、他県等の若手委員会（未定） 

開 催 日 未 定 

会  場 未 定 

 

事 業 名  女性委員会と市町村老連女性委員会等交流事業 

趣  旨 
 県老連の女性委員会が市町村等に出向いて女性会員と交流を持ち、情報交換や話

し合いの場をもつことで、活性化の糸口を見つける機会とする。 

事業内容 情報・意見交換 等 

開 催 日 

会  場 
 未 定 

 

事 業 名 女性委員会を中心とした「ものづくり」事業 

趣  旨 
県内の会員同士が力を合わせ、工夫しながら作品作りを行うことで連帯感を高め、

クラブ活動の活性化や会員の生きがいづくりに繋げていく。 

事業内容 

各市町村老連の女性委員会や若手委員会等に作品の共同作成を呼びかけ、完成品

を県老連大会や元気ハツラツ＆はちきん大会等で展示するとともに、ホームページ

等に掲載し紹介していく。 

 

事 業 名 元気ハツラツ＆はちきん大会 

趣 旨 

若手委員と女性委員が共同で企画・運営し、イベントの企画力や運営力の向上を

図るとともに、会員の日頃の活動成果の発表を通じて、会員間の交流と一層の活動

強化を図る。 

事業内容 

１ 実行委員会の設置  ＊テーマ、内容等の検討 

２ 出演団体等の募集    

３ 開催  

開 催 日 12 月 10 日（水） 

会  場 高知市春野文化ホール「ピアステージ」 

 

事 業 名 会員パワーアップ研修会 

趣  旨 
開催地の若手リーダー等が中心となって企画、運営し、スポーツや音楽、文化活

動などを通じた楽しいクラブの作り方について学習する。 

対 象 者 
＊市町村老連会長   ＊単老会長はじめ役員 

＊女性・若手委員   ＊将来リーダーとして期待される会員 

事業実施

主体 
県老連若手委員会 

事業内容 若手委員で内容検討 

開 催 日 未 定 

会  場 未 定（１か所予定） 

 

【老人クラブ活動の支援や情報提供】 

事 業 名 市町村老連会長・事務担当者会 

趣  旨 

令和７年度の予算と事業計画・重点施策等の説明や時宜を得た情報提供を行うこ

とにより、県老連及び市町村老連事業の円滑な実施と老人クラブ活動の活性化を図

る。 

事業内容 
１ 事業計画等の説明  ２ 行政等の情報提供 

３ 事例発表      ４ その他 

開 催 日 ４月１７日（木） 

会  場 県立ふくし交流プラザ 

 

事 業 名 ブロック別市町村老連会長・事務担当者会議 

趣  旨 
老人クラブが継続して活動できるよう、クラブ運営の課題等について意見交換を

行うことにより、新規会員の加入促進やクラブの解散防止などを図る。 

事業内容 老人クラブの現状と課題等に関する意見交換 

開 催 日 

会  場 

＜安 芸＞ ７月２５日（金） （室戸市）室戸市健康福祉センター「やすらぎ」 

＜中央東＞ ７月 ４日（金） （南国市）南国市社会福祉センター 

＜嶺 北＞ ８月 ８日（金） （本山町）本山町社会福祉協議会２階ホール 

＜中央西＞ ７月 １日（火） （土佐市）土佐市地域交流センター「つなーで」 

＜高 幡＞ ７月３１日（木） （中土佐町）中土佐町町民会館 

＜幡 多＞ ８月 ５日（火） （黒潮町）黒潮町社会福祉協議会本所２階ホール 

 

 



13

 

事 業 名 会員パワーアップ研修会 

趣  旨 
開催地の若手リーダー等が中心となって企画、運営し、スポーツや音楽、文化活

動などを通じた楽しいクラブの作り方について学習する。 

対 象 者 
＊市町村老連会長   ＊単老会長はじめ役員 

＊女性・若手委員   ＊将来リーダーとして期待される会員 

事業実施

主体 
県老連若手委員会 

事業内容 若手委員で内容検討 

開 催 日 未 定 

会  場 未 定（１か所予定） 

 

【老人クラブ活動の支援や情報提供】 

事 業 名 市町村老連会長・事務担当者会 

趣  旨 

令和７年度の予算と事業計画・重点施策等の説明や時宜を得た情報提供を行うこ

とにより、県老連及び市町村老連事業の円滑な実施と老人クラブ活動の活性化を図

る。 

事業内容 
１ 事業計画等の説明  ２ 行政等の情報提供 

３ 事例発表      ４ その他 

開 催 日 ４月１７日（木） 

会  場 県立ふくし交流プラザ 

 

事 業 名 ブロック別市町村老連会長・事務担当者会議 

趣  旨 
老人クラブが継続して活動できるよう、クラブ運営の課題等について意見交換を

行うことにより、新規会員の加入促進やクラブの解散防止などを図る。 

事業内容 老人クラブの現状と課題等に関する意見交換 

開 催 日 

会  場 

＜安 芸＞ ７月２５日（金） （室戸市）室戸市健康福祉センター「やすらぎ」 

＜中央東＞ ７月 ４日（金） （南国市）南国市社会福祉センター 

＜嶺 北＞ ８月 ８日（金） （本山町）本山町社会福祉協議会２階ホール 

＜中央西＞ ７月 １日（火） （土佐市）土佐市地域交流センター「つなーで」 

＜高 幡＞ ７月３１日（木） （中土佐町）中土佐町町民会館 

＜幡 多＞ ８月 ５日（火） （黒潮町）黒潮町社会福祉協議会本所２階ホール 
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事 業 名  老人クラブ活動のＰＲ事業 

趣  旨 
機関紙やインターネット等により、タイムリーで質の高い情報提供を行うととも

に、会員等から得た情報も積極的に共有していく。 

事業内容 
１ ホームページによる活動状況の紹介 

２ 機関紙の発行（全会員に配布） 

 

事 業 名 第６５回高知県老人クラブ大会 

趣  旨 
老人クラブの活動・発展に尽力してきた会員・団体に対する表彰や今後のクラブ

活動の参考となる講演を行うことにより、老人クラブ活動の発展を図る。 

事業内容 
１ 式典・表彰 

２ 講演 等 

開 催 日 11 月 26 日（水） 

会  場 県立ふくし交流プラザ 

 

事 業 名 広域の大会や研修会への参加 

趣  旨 
全国老人クラブ大会や中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会に参加し、

他県の先進事例等に関する情報収集や他県の老人クラブとの交流を図る。 

開 催 日 

会  場 

＊第 54 回全国老人クラブ大会 11 月 5 日（水）～6 日（木） 茨城県 

＊令和 7 年度中国・四国ブロック老人クラブリーダー研修会 

               7 月 10 日（木）～11 日（金）島根県松江市 

 

事 業 名 社会参加活動の推進 

趣  旨 
老人の日を中心とした奉仕等の活動により、高齢者の元気で社会に貢献する姿を

示すとともに、子ども達との交流活動や見守り活動などにも取り組む。 

事業内容 

１「老人の日・老人週間」の推進 

    「老人の日」（9 月 15 日）と老人週間（9 月 15 日から 1 週間）に、全

国の老人クラブとともに「仲間と集い、「一斉奉仕活動」「相互支援活動」「健

康づくり活動」を展開する。 

２ 高齢者の交通事故防止及び特殊詐欺被害防止等の推進 

    高齢者が被害者にも加害者にもなる事故が多くみられることから、引き続

き交通安全意識を高めるように努めるとともに、特殊詐欺や消費者トラブル

などに遭わないための啓発を行う。 

３ 子どもたちの健やかな成長への見守り活動 

地域の文化伝承活動等を通じて、子ども達が地域への愛着や親しみを持て

る取組を進めるとともに、登下校時の見守り活動などを行う。 

事業実施 

主体 
＊単位クラブ  ＊市町村老連   ＊県老連 

 

事 業 名 老人クラブ傷害保険・賠償責任保険の加入促進 ＊Ｐ61～62 を参照 

事業内容 

〇老人クラブ傷害保険    

  クラブ活動中の事故に備えた「活動型」（2 タイプ）と活動中以外の事故も対

象とした「24 時間型」（4 タイプ）の中から、自分に合ったタイプを選択でき

る。 

〇老人クラブ賠償責任保険   

クラブ活動中の対人・対物事故に備えた保険であり、単位クラブ全会員の加

入が条件となる。  

 

事 業 名 会員章の普及促進 

趣  旨 
全国共通の“仲間のしるし”であり、老人クラブの輪をさらに広げるため多くの

会員への普及を目指す。 
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事 業 名 老人クラブ傷害保険・賠償責任保険の加入促進 ＊Ｐ61～62 を参照 

事業内容 

〇老人クラブ傷害保険    

  クラブ活動中の事故に備えた「活動型」（2 タイプ）と活動中以外の事故も対

象とした「24 時間型」（4 タイプ）の中から、自分に合ったタイプを選択でき

る。 

〇老人クラブ賠償責任保険   

クラブ活動中の対人・対物事故に備えた保険であり、単位クラブ全会員の加

入が条件となる。  

 

事 業 名 会員章の普及促進 

趣  旨 
全国共通の“仲間のしるし”であり、老人クラブの輪をさらに広げるため多くの

会員への普及を目指す。 
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５ 令和７年度 市町村老連モデル委託事業及び補助事業 

 
（１）市町村老連モデル委託事業及び補助事業一覧 

 

【委託事業】 

 

 

 

【補助事業】 

 

 

 

 

 

 

 

事業名 経費 実施老連数 

①地域支え合い事業 3 万円以内 1 市町村 

②健康づくりリーダー養成事業 ５万円以内 3 市町村 

③若手・女性会員活動促進事業 3 万円以内 3 市町村 

④若手高齢者広域スポーツ等交流会開催事業 ８万円以内 2 市町村 

⑤新規会員加入促進・解散防止モデル事業  ５万円以内 ２市町村 

事業名 経費 実施老連数 

⑥老人クラブ活動支援事業 
会長が決定 

する額 
— 

⑦会員増クラブに対する活動支援事業 １万円以内 5 単位クラブ 
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（２）市町村老連モデル委託事業及び補助事業実施要綱 

 

【委託事業】 

 

事 業 名 ① 地域支え合い事業 

趣  旨 

高齢者同士の見守り活動や地域の環境美化活動、登下校の子どもの見守り

活動等を委託して実施し、事業の成果を広く周知することにより、県内での

地域支え合い活動の促進を図り、高知型地域共生社会の構築に寄与する。 

事業内容 

活動内容（例） 

＊友愛訪問活動：話し相手、安否確認、情報提供や声掛け 

＊地域で暮らす認知症の人への声掛けや家族の手助け 

＊サロンの運営 

＊奉仕活動：美化・緑化活動、清掃活動  

＊スマートフォン教室：安否確認や閉じこもりがちな高齢者と繋がる手段 

           としてスマートフォンやアイパッドの活用を習得 

＊生きがい活動：サークル活動、文化芸術鑑賞活動、趣味活動、文化伝承活

動 

＊少子化対策：出会い、結婚、子育て応援や放課後児童クラブの手助け活動 

＊子どもの見守りや交流活動：登下校時の児童等の見守り、スポーツや文化 

活動の交流 

＊生活安全活動：振り込め詐欺・悪質商法予防活動、交通安全、防犯、 

防災 

＊環境活動：環境保全活動、エコ活動、森林保全活動 

 ＊老人クラブ活性化のための生産活動や販売 

＊老人クラブで取り組む町おこしや地域の売り出し 

事業実施主体 市町村老連（市町村老連が単位クラブと行うことは可） 

委託する経費 1 市町村老連 30 千円以内（1 市町村老連を予定） 

実施期間 交付決定日～令和８年 3 月 31 日 

申請締切日 令和７年４月３０日（水） 

対象経費 別表１を参照（21 頁） 

実施手順 別表２を参照（22 頁） 



18

 

事業名 ③ 若手・女性会員活動促進事業 

趣 旨 

若手委員や女性委員がリーダーシップを発揮し、これからのクラブづくりの

モデルとなるような若手会員や女性会員のニーズにあった事業を実施するこ

とにより、会員の加入促進や活性化を推進する。 

事業内容 

活動内容（例） 

１ 若手会員や女性会員の加入促進につながるイベントや活動の実施  

２ 若手会員や女性会員を対象としたサークル・グループ活動の組織化 

    ＊スポーツ、文化サークルづくり    

３ 豊富な知識や社会経験を生かして行う活動 

    ＊趣味の園芸教室  ＊子どもの学習・自然体験サポート隊 

＊ものづくり支援   

４ 学習会の開催 

    ＊スマートフォン教室 ＊パソコン教室（文書作成、HP 作成） 

５ 情報の発信 

    ＊SNS 等による情報の発信 

＊広報誌の作成（地域づくり、仲間づくり、趣味） 

事業実施主体 
市町村老連若手委員会（もしくは設立予定の市町村老連） 

市町村老連女性委員会（もしくは設立予定の市町村老連） 

委託する経費 １市町村老連当たり 3 万円以内（３市町村老連を予定） 

実施期間 交付決定日～令和８年 3 月 31 日 

申請締切日 令和７年４月３０日（水） 

対象経費 別表１を参照（21 頁） 

実施手順 別表２を参照（22 頁） 

事 業 名 ② 健康づくりリーダー養成事業 

趣  旨 
健康づくり活動や介護予防活動など他の先進例となる活動を行う健康づく

りリーダーの養成を図る。 

事業内容 

活動内容（例） 

＊健康づくり・介護予防教室：講師を招いて健康づくりに関する学習活動 

＊住民主体の介護予防活動：介護予防教室の設立、運営サロンや集会所で

の継続した介護予防活動 

＊軽スポーツを通じた健康づくり：軽スポーツの講習会の開催や普及促進、

近隣市町村との交流大会の開催 

事業実施主体 
市町村老連（単位クラブや市町村が組織する女性委員会・若手委員会等で

の活動も可） 

委託する経費 1 市町村老連 5 万円以内（３市町村老連を予定） 

実施期間 交付決定日～令和８年 3 月 31 日 

申請締切日 令和７年４月３０日（水） 

対象経費 別表１を参照（21 頁） 

実施手順 別表２を参照（22 頁） 
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事業名 ⑤ 新規会員加入促進・解散防止モデル事業 

趣 旨 

市町村老連と単位老人クラブが一体となって行なう新規会員の加入促進や

クラブの解散防止のための事業を市町村老連に委託して実施することによ

り、他の市町村老連での会員の加入促進や解散防止の取組に活かす。 

事業内容 

活動内容（例） 

１ 新規会員を勧誘するためのチラシの作成  

２ クラブ活動の周知を図るための勉強会の開催 

３ 単位老人クラブ役員の研修会の開催 

４ 新規会員確保を図るためのスポーツイベントの開催 

事業実施主体 市町村老連 

委託する経費 １市町村老連当たり５万円以内（２市町村老連を予定） 

実施期間 交付決定日～令和８年 3 月 31 日 

申請締切日 令和７年４月３０日（水） 

対象経費 別表１を参照（21 頁） 

実施手順 別表２を参照（22 頁） 

事 業 名 ④ 若手高齢者広域スポーツ等交流会開催事業 

趣  旨 

市町村老連の枠を超えて若手委員会の主催による広域の交流会を開催する

ことで、若手高齢者の企画力と行動力の向上を図るとともに、会員の交流と新

規会員の加入促進を図る。 

事業内容 

１ 実行委員会の設置 

   運営委員会を設置し、周辺の市町村老連への呼びかけ方や会員増につな

がる運営方法を話し合い、実施要領を決定する。 

２ 事業の内容 

 Ⅰ 交流会の開催 

① 若手高齢者などが参加しやすく会員増につながる交流会の開催 

    例：ボーリング、ゴルフ、ハイキング、スポーツ交流会等 

    ② 交流を行う市町村でのクラブの PR 

    例：情報誌の制作、加入促進パンフレットの制作 等 

 Ⅱ 交流会の参加者 

会員及び一般高齢者、地域住民  

※交流を行う他の市町村にも、必ず参加を呼びかけること。 

３ 成果の共有 

事業終了後に、交流を行った市町村間で成果と課題を共有する。 

事業実施主体 
市町村老連若手委員会（複数の市町村老連が合同で行うこと） 

※申請時には、代表となる市町村老連若手委員の氏名も記入すること。 

委託する経費 1 事業実施主体 8０千円以内（2 事業実施主体を予定） 

実施期間 交付決定日～令和８年 3 月 31 日 

申請締切日 令和７年４月３０日（水） 

対象経費 別表１を参照（21 頁） 

実施手順 別表２を参照（22 頁） 
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【補助事業】 

 

 

 

事 業 名 ⑦ 会員増クラブに対する活動支援事業 

趣  旨 
会員が 5 人以上増えた単位クラブや新設クラブに対して、一層の会員増と活動

強化を図ってもらうことを目的に活動費を助成する。 

事業内容 

１ 会員が 5 人以上増えた単位クラブに対する活動助成 

 ２ 新設クラブに対する活動助成 

＊１及び２ともに、単位クラブが行う自主的で多様な活動や新たな会員

増につながる事業 

事業実施 

主体 

単位老人クラブ（基準日を令和７年４月１日とし、前年度の会員数に対して 5

人以上純増し、申請書提出時点まで維持しているクラブ及び新設したクラブに限

る。） 

※申請書の提出は、市町村老連経由のこと。 

助 成 額 １単位クラブ当たり 1 万円以内（5 単位クラブを予定） 

実施期間 交付決定日～令和８年 3 月 31 日 

申請締切日 令和７年４月３０日（水） 

対象経費 別表１を参照（21 頁） 

実施手順 別表２を参照（22 頁） 

事 業 名 ⑥ 老人クラブ活動支援事業 

趣  旨 
広域のブロック等で行うスポーツ大会等に対して助成することにより、市町

村老連の広域的な連携と交流を支援する。 

事業内容 
複数の市町村老連が共同で行う事業：芸能大会、スポーツ大会、研修会など 

例：ウォーキング、グラウンド・ゴルフ、役員研修会 

事業実施主体 

郡（広域）市町村老人クラブ連合会 

※複数の市町村老連が共同で実施することも可 

※申請は、代表となる市町村老人クラブ連合会や共同体が行うこと。 

補助限度額 

１事業当たり 2 万円＋5 千円×参加市町村老連数を上限として、予算を考慮

して会長が決定する額（※参加市町村老連数によって限度額が変動します。） 

  ※申請は、複数の事業を併せて行うことが可能であり、その場合には、

各事業間で経費を調整することができます。 

実施期間 交付決定日～令和８年 3 月 31 日 

申請締切日 令和７年４月３０日（水） 

対象経費 別表１を参照（21 頁） 

実施手順 別表２を参照（22 頁） 
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別表１ 

（３）市町村老連モデル委託事業及び補助事業対象経費について 

 

【対象となる経費】 

対象費目 対象となる主な内容 

賃 金 イベント等において臨時的に雇用した者に対する賃金 

報 償 費 
研修会等の講師、スポーツ大会等への送迎バス運転、スポーツ

大会審判員等への謝金 

旅 費 講師、実行委員への旅費 

需 用 費 
事務用品費、印刷コピー代、必要なテキスト資料等、活動用具

代、料理教室等の食材費等、熱中症予防のための飲み物 

役 務 費 電話代、切手代、振込手数料 

使用料及び賃借料 会場代、バス借上げ料、有料道路通行料 

 

【対象とならない経費】 

①  人件費（給料、手当） 

※賃金は、対象として可。 

②  参加者に対する交通費 

③ 施設訪問、友愛訪問等の際の土産品に要する経費（材料費代を除く）、見舞金等  

④ 食糧費（宴会や懇親会・交流会の飲食費等） 

※スポーツ活動や環境美化活動等の際の熱中症予防のための飲みものや茶 

菓子、料理教室の食材費については、対象として可。 

⑤ 事業に係る賞品（参加賞、記念品、賞品） 

    ※スポーツ大会等で、表彰に繰り返し毎年使用するトロフィー等は対象とし 

て可。 

⑥ 入館料、拝観料 

⑦ 保険料  

※老人クラブが団体単位で加入し、事業に対する対人・対物事故を補償の対 

象とした賠償責任保険は、対象として可。 
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別表２ 

（４）市町村老連モデル委託事業及び補助事業実施手順について 
 

1.申請書提出 ⇒ 2.モデル市町村老連決定通知 ⇒ 3.請書・請求書提出／委託料

（補助金）の支払 ⇒ 4.事業実施 ⇒（事業変更・中止） ⇒ 5.実績報告 

 

※申請書等の様式は、県老連ホームページからダウンロードできます。 

 

１ 事業実施についての申請と決定 

      各事業の申請締切日までに、次の申請書を提出してください。申請締切後、

正副会長及び事務局長による審査会を行い、事業を実施していただく市町村老

連を決定し、その結果を通知します。 

・モデル委託事業 市町村老連モデル委託事業の申請書「様式 1」 

     ・補助事業    各事業の補助金交付申請書「様式 1」 

 

2 事業の採択と決定時期 

      事業の採択にあたっては、事業内容がモデルとしてふさわしいかどうかによ

って決定しますが、申請状況によっては、先着順とすることや委託費又は補助

金の額を調整することがあります。 

                 

  ３ 請書・請求書の提出及び委託料・補助金の支払い 

     決定通知があった後、次の書類を提出してください。提出後、速やかに委託

費又は補助金をお支払いします。 

     ・モデル委託事業 請書「様式 2」、請求書「様式 3」 

     ・補助事業    各事業の請求書「様式 2」 

 

4  事業の変更・中止 

        事業を途中で大幅に変更する場合、は中止する場合は、次の書類を速やかに

提出してください。 

① 変更する場合  

・モデル委託事業 委託事業の変更承認申請書「様式 4」 

・補助事業    各事業の変更承認申請書「様式 3」 

② 中止する場合 

・モデル委託事業 委託事業の中止承認申請書「様式 5」 

     ・補助事業    各事業の中止承認申請書「様式 4」 

 

5 事業実績の報告 

事業終了後、次の書類を１か月以内に提出してください。なお、事業終了日 

が 3 月になる場合には、4 月７日までに提出してください。 

また、事業未実施等により不用額があれば、実績報告提出時に返還していた 

だきます。 

・モデル委託事業 委託事業の実績報告書「様式６」 

・補助事業    各事業の実績報告書「様式 5」 

 

６ 書類の保存 

申請から実績報告までの一連の証拠書類（領収書等を含む）は、事業終了後 

５年間保存してください。 
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様式１ 

令和  年度市町村老連モデル委託事業申請書 

 

                              令和  年  月  日 

公益財団法人高知県老人クラブ連合会 

会  長   竹 内  博   様 

 

                      市町村老連名                

                       会 長 名               印 

           若手委員代表者名※            
※若手委員代表者名は、若手高齢者広域スポー 

ツ等交流会開催事業のみ記入してください。 
 

令和  年度市町村老連モデル委託事業を実施したいので申請します。 

 

１ 希望する事業名（☑をしてください） 

   □地域支え合い事業       

   □健康づくりリーダー養成事業 

□若手・女性会員活動促進事業  

□若手高齢者広域スポーツ等交流会開催事業 

   □新規会員加入促進・解散防止対策事業  

 

２ 実施する事業の内容（下記の事項について、必ず記入してください。） 

①実施事業名 （具体的な事業名をお書きください。） 

 

 

②事業（活動）内容（イベント等の場合は、開催予定日や場所も記載してください。） 

   

 

 

 

③実施（活動）予定時期（準備等の期間も含め記載してください。） 

   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日実施（活動）予定  

    

 ④実施主体となるメンバー 

 

  

⑤参加対象者（広域スポーツ等交流会開催事業は、参加市町村名も記載してください。） 

  

 

 ⑥参加予定人数 
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 ⑦活動の目的（期待される成果や効果についてお書きください。また継続事業の場合は今回改

善するポイントも記入してください。） 

 

      

 

 ⑧一般高齢者（非会員）に対する参加計画  

 

 

３ 予 算 

① 収 入    

項 目 予算額（円） 備 考 

委託料   

委託料以外の収入   

合 計   

 

② 支 出  ※該当しない項目は削除または斜線をしてください。 

経費区分 支出予定額（円） 内   訳 

賃金 

 

 作業内容・１日当たりの単価×人数 

報償費  講師謝金 単価×（   ）名 

バス運転手謝金 単価×（   ）名 

旅費 

 

 講師旅費 単価×（  ）名 

実行委員旅費 単価×（   ）名 

需用費 

 

 品名、個数 

役務費  電話代、切手代等 

賃借料  会場使用料（内容、回数） 

バス使用料（内容、回数） 

   

合 計 円 
※収入合計と同額 

注）対象経費、対象外経費については、必ず、令和７年度業務便覧 P21 をご確認のうえ、対

象外経費については記入しないでください。 

なお、内訳欄は記載例で、これ以外のものがあれば適宜記載してください。 
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 ⑦活動の目的（期待される成果や効果についてお書きください。また継続事業の場合は今回改

善するポイントも記入してください。） 

 

      

 

 ⑧一般高齢者（非会員）に対する参加計画  

 

 

３ 予 算 

① 収 入    

項 目 予算額（円） 備 考 

委託料   

委託料以外の収入   

合 計   

 

② 支 出  ※該当しない項目は削除または斜線をしてください。 

経費区分 支出予定額（円） 内   訳 

賃金 

 

 作業内容・１日当たりの単価×人数 

報償費  講師謝金 単価×（   ）名 

バス運転手謝金 単価×（   ）名 

旅費 

 

 講師旅費 単価×（  ）名 

実行委員旅費 単価×（   ）名 

需用費 

 

 品名、個数 

役務費  電話代、切手代等 

賃借料  会場使用料（内容、回数） 

バス使用料（内容、回数） 

   

合 計 円 
※収入合計と同額 

注）対象経費、対象外経費については、必ず、令和７年度業務便覧 P21 をご確認のうえ、対

象外経費については記入しないでください。 

なお、内訳欄は記載例で、これ以外のものがあれば適宜記載してください。 

 

様式１ 

                           令和  年  月  日 

 

公益財団法人高知県老人クラブ連合会 

会  長   竹 内  博   様 

 

老連名              

                                             

                    会 長             印  

 

補助金交付申請書 

次の内容で事業を実施したいので、老人クラブ活動支援事業に係る補助金の交付を申

請します。 

 

１ 補助金交付申請額           円  

 

２ 実施する事業の内容 

参加市町村老連名 

 

事業内容 

 

 

３ 補助金の上限額の算出 

1 事業当たり 20,000 円＋5,000 円×参加市町村老連数（ ）＝      円 

※（ ）には、参加市町村老連数を記入すること。 

 

1 事業当たり     円×実施する事業数【  】＝上限額      円（Ａ） 

                ※【 】には、実施する事業数を記入すること。 

老人クラブ活動支援事業（補助事業）申請書様式 
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４ 補助金申請額の算出 

（単位：円） 

総 事 業 費 

（ア） 

補助金上限額 

（Ａ） 

補助金申請額 

（ア）又は（Ａ） 

のいずれか少ない額

（イ） 

補助金以外のその他

の収入 

（ア）—（イ） 

（ウ） 

    

※補助金上限額（Ａ）＝「３補助金の上限額の算出」で算出された上限額（Ａ）。 

 

５ 総事業費の内訳  

     ※該当しない項目は削除または斜線をしてください。 

また、複数の事業を行う場合は、事業毎に記載してください。 

経費区分 支出予定額（円） 内   訳 

賃金 

 

 作業内容・１日当たりの単価×人数 

報償費  講師謝金 単価×（   ）名 

バス運転手謝金 単価×（   ）名 

旅費 

 

 講師旅費 単価×（  ）名 

実行委員旅費 単価×（   ）名 

需用費 

 

 品名、個数 

役務費  電話代、切手代等 

賃借料  会場使用料（内容、回数） 

バス使用料（内容、回数） 

   

合 計（ア） 円 
 

注）対象経費、対象外経費については、必ず、令和７年度業務便覧 P21 をご確認のうえ、対

象外経費については記入しないでください。 

なお、内訳欄は記載例で、これ以外のものがあれば適宜記載してください。 
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様式１                            

令和  年  月  日 

 

公益財団法人高知県老人クラブ連合会 

会  長   竹 内   博  様 

 

                    老連名              

                  

                  会 長             印  

 

補助金交付申請書 

次の内容で事業を実施したいので、会員増クラブに対する活動支援事業に係る補助金

の交付を申請します。 

   

 

１ 補助金交付申請額           円  

 

２ 実施する事業の内容 

単位クラブ名  

活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

３ 会員数等の状況 

①  会員数が増加したクラブ 

令和 年 4 月 1 日会員数（A） 
人 

令和 年 4 月 1 日会員数（B） 
 

人 

会員増加数 （A）－（B） 
人 

＊事務局で確認済のチェック☑をお願いします。 

       □ 上記会員数の確認を行いました。 

会員増クラブに対する活動支援事業（補助事業）申請書様式 
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②新設クラブ 

 

クラブ設立年月日 令和  年  月  日 

現在会員数 人 

 

４ 補助金所要額の算出 

 

総事業費 

（ア） 

補助金上限額 

（イ） 

補助金所要額 

（ア）又は（イ） 

いずれか少ない額  

（ウ） 

補助金以外の 

その他の収入 

（ア）—（ウ） 

（エ） 

      円 10,000 円         円        円 

 

５ 事業費の内訳  ※該当しない項目は削除または斜線をしてください。 

経費区分 支出予定額（円） 内   訳 

賃金 

 

 作業内容・１日当たりの単価×人数 

報償費  講師謝金 単価×（   ）名 

バス運転手謝金 単価×（   ）名 

旅費 

 

 講師旅費 単価×（  ）名 

実行委員旅費 単価×（   ）名 

需用費 

 

 品名、個数 

役務費  電話代、切手代等 

賃借料  会場使用料（内容、回数） 

バス使用料（内容、回数） 

   

合 計（ア） 円 
 

注）対象経費、対象外経費については、必ず、令和７年度業務便覧 P21 をご確認のうえ、対

象外経費については記入しないでください。 

なお、内訳欄は記載例で、これ以外のものがあれば適宜記載してください。 
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（　）内は開催地　　　　　 令和７年４月１日現在

月 日 県　　　　老　　　　連 日 全老連・中四国ブロック・関係団体他

17
（木）

市町村老連会長・事務局担当者会
　　　　　　（ふくし交流プラザ）

15
（木）

監査

20
（火）

正副会長会

22
（木）

集え！競おう！ろうれんピック
東部会場 （室内競技：安芸市）

26
（月）

女性委員会総会

27
（火）

若手委員会総会

30
（金）

集え！競おう！ろうれんピック
西部会場 （室内競技：宿毛市）

28
（水）

全老連理事会（東京都 ）

３
（火）

第１回理事会

11
（水）

集え！競おう！ろうれんピック
中部会場 （室内競技：高知市春野）

17
（火）

定時評議員会
第2回理事会

18
（水）

全老連評議員会・臨時理事会（東京都 ）

1
（火）

ブロック別会長・事務担当者会
＜中央西：土佐市＞

4
（金）

ブロック別会長・事務担当者会
＜中央東：南国市＞

10(木）～
11（金）

中四国ブロック老人クラブリ－ダー研修会
　　　　　　　　　　　　（島根県）

17
（木）

健康づくり 地域支え合い研修会西部
会場（四万十市）

14
（月）

四国４県老人クラブ連合会連絡協議会
　　　　　　　　　　　　（香川県）

25
（金）

ブロック別会長・事務担当者会
＜安芸：室戸市＞

30
（水）

都道府県・指定都市老連事務局長会議
　　　　　　　　　　　　（東京都）

31
（木）

ブロック別会長・事務担当者会
＜高幡：中土佐町＞

5
（火）

ブロック別会長・事務担当者会
＜幡多：黒潮町＞

８
（金）

ブロック別会長・事務担当者会
＜嶺北：本山町＞

26
（火）

第１回元気ハツラツ＆はちきん大
会実行委員会

28
（木）

健康づくり 地域支え合い研修会東部
会場（田野町）

29
（金）

活動推進員等職員セミナー（東京都）

8

　　

  ６　令和７年度　高知県老人クラブ連合会　年間行事予定表

4

5

6

7
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月 日 県　　　　老　　　　連 日 全老連・中四国ブロック関係

老人の日
　（「老人週間」：15日～21日）

20
（土）

全国一斉「社会奉仕の日」

1
（水）

集え！競おう！ろうれんピック
東部会場 （屋外競技：安芸市）

10

15
（水）

集え！競おう！ろうれんピック
中部会場 （屋外競技：高知市春野）

　※雨天順延日　10月22日（水）
18（土）～
21（火）

第37回全国健康福祉祭（岐阜県）
（地域文化伝承館：18日～21日）

28
（火）

集え！競おう！ろうれんピック
西部会場 （屋外競技：宿毛市）

　※雨天順延日　10月30日（木）

5（水）～
6（木） 第54回全国老人クラブ大会（茨城県）

中旬
元気ハツラツ＆はちきん大会
第２回実行委員会

26
（水）

第65回高知県老人クラブ大会
（ふくし交流プラザ）

1（月）～
2（火） 高齢者の健康づくり・生活支援セミナー

10
（水）

元気ハツラツ＆はちきん大会
（高知市・春野ピアステージ）

第3回理事会

会員パワーアップ研修会

第2回評議員会　　　 12(木）
全老連理事会/評議員会（東京都 ）

3

県老連　未定 ・県老連女性委員会と市町村老連女性委員会等交流事業

11

12

2 4（水）～
5（木）

都道府県・指定都市老連代表者会議
　　　　　　　　　　（東京都 ）

18
（木）

1

健康づくり 地域支え合い研修会
中部会場（ふくし交流プラザ）9



 

 

７ 令和７年度 組織体制・関係法規 

 

◎公益財団法人高知県老人クラブ連合会 定款 

◎公益財団法人高知県老人クラブ連合会の評議員及び理事候補者の 

 選出基準に関する規程 

◎公益財団法人高知県老人クラブ連合会 若手委員会設置規程 

◎公益財団法人高知県老人クラブ連合会 女性委員会設置規程 

◎（公財）高知県老人クラブ連合会役員名簿 

◎高知県老人クラブ連合会事務局 事務分担表 

◎市町村老人クラブ連合会 事務局一覧 
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月 日 県　　　　老　　　　連 日 全老連・中四国ブロック関係

老人の日
　（「老人週間」：15日～21日）

20
（土）

全国一斉「社会奉仕の日」

1
（水）

集え！競おう！ろうれんピック
東部会場 （屋外競技：安芸市）

10

15
（水）

集え！競おう！ろうれんピック
中部会場 （屋外競技：高知市春野）

　※雨天順延日　10月22日（水）
18（土）～
21（火）

第37回全国健康福祉祭（岐阜県）
（地域文化伝承館：18日～21日）

28
（火）

集え！競おう！ろうれんピック
西部会場 （屋外競技：宿毛市）

　※雨天順延日　10月30日（木）

5（水）～
6（木） 第54回全国老人クラブ大会（茨城県）

中旬
元気ハツラツ＆はちきん大会
第２回実行委員会

26
（水）

第65回高知県老人クラブ大会
（ふくし交流プラザ）

1（月）～
2（火） 高齢者の健康づくり・生活支援セミナー

10
（水）

元気ハツラツ＆はちきん大会
（高知市・春野ピアステージ）

第3回理事会

会員パワーアップ研修会

第2回評議員会　　　 12(木）
全老連理事会/評議員会（東京都 ）

3

県老連　未定 ・県老連女性委員会と市町村老連女性委員会等交流事業

11

12

2 4（水）～
5（木）

都道府県・指定都市老連代表者会議
　　　　　　　　　　（東京都 ）

18
（木）

1

健康づくり 地域支え合い研修会
中部会場（ふくし交流プラザ）9

公益財団法人高知県老人クラブ連合会定款 
 

第１章 総 則 
 
（名 称） 
第１条 この法人は、公益財団法人高知県老人クラブ連合会と称する。 
 
（事務所） 
第２条 この法人は、主たる事務所を高知県高知市に置く。 
 

第２章 目的及び事業 
 
（目 的） 
第３条 この法人は、老人クラブ活動の推進を図るため、高齢者の生きがいや健康

づくりに資するための研修、教養講座、レクリエーション、その他広く高齢者が

自主的かつ積極的に参加できる事業を実施し、高齢者福祉の増進及び豊かな地域

社会づくりに寄与することを目的とする。 
 
（事 業） 
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
 （１）高齢者の生きがいや健康づくり、介護予防を推進する事業 
 （２）ボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする事業 
 （３）高齢者の地域における支え合い、暮らしの安全・安心に資する事業 
 （４）前３号を普及するための調査研究、各種会議の開催、機関紙の発行等 
 （５）老人クラブの育成指導及び連絡調整 
 （６）その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 
 

第３章 資産及び会計 
 
 （基本財産） 
第５条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の

基本財産とする。 
２ 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理

しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外

しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。 
  
 
（事業年度） 
第６条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
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（事業計画及び収支予算） 
第７条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載

した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決

議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様と

する。 
２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え

置き、一般の閲覧に供するものとする。 
 

（事業報告及び決算） 
第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書

類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時評議員会に提

出し、第１号及び第２号の書類についてはその内容を報告し、第３号から第６号ま

での書類については承認を受けなければならない。 
（１）事業報告 
（２）事業報告の附属明細書 
（３）貸借対照表 
（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 
（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 
（６）財産目録 
２ 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供

するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 
（１）監査報告 
（２）理事及び監事並びに評議員の名簿 
（３）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 
（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの

を記載した書類 
 

（公益目的取得財産残額の算定） 
第９条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第

４８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得

財産残額を算定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。 
 

第４章 評 議 員 
 

（評議員） 
第１０条 この法人に評議員１０名以上３０名以内を置く。 
  
（評議員の選任及び解任） 
第１１条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第

１７９条から第１９５条の規定に従い、評議員会において行う。 
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２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 
（１）評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の

３分の１を超えないものであること。 
イ 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族 
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者 
ハ 当該評議員の使用人 
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の

財産によって生計を維持している者 
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 
ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一

にするもの 
（２）他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合

計数が評議員の総数の３分の１を超えないものであること。 
イ 理事 
ロ 使用人 
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社

員である者 
ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員

を除く。）である者 
① 国の機関 
② 地方公共団体 
③ 独立行政法人通則法第２条第 1 項に規定する独立行政法人 
④ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規

定する大学共同利用機関法人 
⑤ 地方独立行政法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 
⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であ

って、総務省設置法第４条第１５号の規定の適用を受けるものをいう。）又

は認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の

認可を要する法人をいう。） 
 

（任 期） 
第１２条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時評議員会の終結の時までとする。 
２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任し

た評議員の任期の満了する時までとする。 
３ 評議員は、第１０条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての

権利義務を有する。 
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（評議員に対する報酬等） 
第１３条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務の遂行に要した費用につい

ては弁償することができる。 
 

第５章 評議員会 
 
（構 成） 
第１４条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 
２ 評議員会の議長は、出席した評議員のうちから評議員会において互選する。 

 

（権 限） 
第１５条 評議員会は、次の事項について決議する。 
（１） 理事及び監事の選任又は解任 
（２）理事及び監事の報酬等の額 
（３）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細

書の承認 
（４）定款の変更 
（５）残余財産の処分 
（６）基本財産の処分又は除外の承認 
（７）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 
（開 催） 
第１６条 評議員会は、定時評議員会として毎年度６月に１回開催するほか、必要が

ある場合に開催する。 
 

（招 集） 
第１７条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき

会長が招集する。 
２ 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評

議員会の招集を請求することができる。 
 
（決 議） 
第１８条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評

議員を除く評議員の過半数が出席し、その３分の２以上に当たる多数をもって行わ

なければならない。 
（１）監事の解任 
（２）定款の変更 
（３）基本財産の処分又は除外の承認 
 



35

（４）その他法令で定められた事項 
３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決

議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２０条に定める定

数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の

枠に達するまでの者を選任する。 
 

（議事録） 
第１９条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す

る。 
２ 議長及び評議員会において議事録署名人として選任された評議員２名は、前項の

議事録に記名押印する。 
 

第６章 役 員 
 

（役 員） 
第２０条 この法人に、次の役員を置く。 
（１）理事 １０名以上３０名以内 
（２）監事 ２名以内 

２ 理事のうち１名を会長、４名以内を副会長、１名を常務理事とする。 
３ 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事

とし、常務理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 
 

（役員の選任） 
第２１条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 
２ 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 
３ 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。  
４ この法人の理事のうち、理事のいずれか１名及びその配偶者又は３親等内の親族

その他特別の関係がある理事の合計数が、理事総数の３分の１を超えてはならない。

監事についても、同様とする。 
５ 他の同一の団体の理事又は使用人であるその者その他これに準ずる相互に密接

な関係にある理事の合計数は、理事の総数の３分の１をこえてはならない。監事に

ついても、同様とする。 
 
（理事の職務及び権限） 
第２２条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この

法人の職務を執行する。 
２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人

の業務を執行し、常務理事は、理事会において定めるところにより、この法人の業

務を分担執行する。 
３ 副会長は、この法人の運営に関し、必要に応じて会長に対し助言等を行う。 
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４ 会長及び常務理事は、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で、２回以上、自己の職

務の執行状況を理事会で報告しなければならない。 
 
（監事の職務及び権限） 
第２３条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報

告を作成する。 
２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務

及び財産の状況を調査することができる。 
 
（役員の任期） 
第２４条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 
２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 
３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと

する。 
４ 理事又は監事は、第２０条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は

辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事

としての権利義務を有する。 
 
（役員の解任） 
第２５条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によっ

て解任することができる。 
（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 
（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。  

 
（報酬等） 
第２６条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評

議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等とし

て支給することができる。 
２ 役員がその職務の遂行に要した費用については弁償することができる。 

 
第７章 理 事 会 
 

（構 成） 
第２７条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 
（権 限） 
第２８条 理事会は、次の職務を行う。 
（１）この法人の業務執行の決定 
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 （２）理事の職務の執行の監督 
 （３）会長、副会長及び常務理事の選定及び解職 

 
（招 集） 
第２９条 理事会は、会長が招集する。 
２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。 
３ 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事

故あるときは、出席した理事の中から議長を選出する。 
 

（決 議） 
第３０条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の

過半数が出席し、その過半数をもって行う。 
２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９７

条において準用する同法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があった

ものとみなす。 
 

（議事録） 
第３１条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 
 

第８章 会 員 
 
第３２条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができ 
る。 

２ 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員規程による。 
 

第９章 事 務 局 
 

（設置等） 
第３３条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 
２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 
３ 事務局長は、理事会において選任する。 
４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
 

第１０章 定款の変更及び解散 
 

（定款の変更） 
第３４条 この定款は、議決に加わることができる評議員の３分の２以上の決議に 
 よって変更することができる。 
２ 前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第１１条についても適用する。 
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（解 散） 
第３５条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不

能その他法令で定められた事由によって解散する。 
 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 
第３６条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が

消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、

評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認

定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団

体に贈与するものとする。 
 
（残余財産の帰属） 
第３７条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を

経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律第５条第１７号に掲げる法人に贈与するものとする。 
 

第１１章 公告の方法 
 

（公告の方法） 
第３８条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に

より行う。 
 
 
 

附  則 
１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 
 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条

第１項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったとき

は、第６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設

立の登記の日を事業年度の開始日とする。 
 
３ この法人の最初の会長は、成川 清とする。 
 
４ この法人の最初の常務理事は、砂田孝男とする。 
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５ この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 
  山 内  豊 
  森 下 弘 幸 

永 冨 徳次郎 
土 居 慶 典 
米 田  守 
松 本 昭 英 
山 嶋  丈 
大 野 忠 康 
入 野 榮 喜 
北 村  光 
杉 本  一 
澤 田 幸 男 
岡 﨑 友 則 
矢 野  定 
土 居 良 彦 
明 神 辰 子 
松 岡 秀 直 
谷 添 順 一 
佐 竹 正 盛 
朝比奈 喜世子 
 

   附  則 
この定款は、平成 25 年 6 月 26 日から施行する。 

 
 
 
 
 
＜別表＞ 基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの） 

財産種別 場所・物量等 
定期預金 四国銀行県庁支店 

額面 10,000,000 円 
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公益財団法人高知県老人クラブ連合会の評議員及び 

理事候補者の選出基準に関する規程 
（目的） 
第 1 条 この規定は、公益財団法人高知県老人クラブ連合会（以下「県老連」と

いう。）定款第 11 条及び第 21 条の規定に基づき、評議員及び理事を評議員会で

選任するにあたり、その候補者を選出する基準を定めることを目的とする。 
 
（評議員） 
第 2 条 評議員候補者は、別表の選出区分の地区毎の定数の範囲内で市町村老人

クラブ連合会（市町村を区域とする老人クラブを含む。）を代表する者及び次の

各号に掲げる者とする。 
（１）県老連若手委員会副委員長   1 名 
（２）県老連女性委員会副委員長   1 名 

 
（理事） 
第 3 条 理事候補者は、別表の選出区分の市町村毎の定数の範囲内で市町村老人

クラブ連合会（市町村を区域とする老人クラブを含む。）を代表する者及び次の

各号に掲げる者とする。 
（１）県老連常務理事（事務局長） 1 名 
（２）県老連若手委員会委員長   1 名 
（３）県老連女性委員会委員長   1 名 
（４）学識経験者         3 名以内  
 
 

附 則 
 この規程は、平成２７年３月１日から施行する。 
 
附 則 
 この規程は、令和５年６月 20 日から施行する。 
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別表 
 

選 出 区 分 
理事数 評議員数 

地区名 市 町 村 名 
 

安芸地区 

室戸市、安芸市 ２  
６ 東洋町、奈半利町、田野町、安田町、 

北川村、馬路村、芸西村 
  １ 

 

中央東地区 

南国市 １  
 

３  
香南市 １ 
香美市 １ 
本山町、大豊町、土佐町、大川村 １ 

高知市地区 高知市 ３ ３ 
中央西地区 土佐市、いの町、仁淀川町、佐川町、 

越知町、日高村 
  ４ ２ 

高幡地区 須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、 

四万十町 
３ ２ 

 
 

幡多地区 

四万十市 １  
１ 
 

宿毛市、土佐清水市 ２ 
黒潮町 １ 
大月町 １ 

計 ２２  １７ 
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公益財団法人高知県老人クラブ連合会若手委員会設置規程 
（目 的） 
第 1 条 この委員会は、老人クラブ活動の総合的かつ効果的な事業推進を図るため、若

手高齢者（75 歳未満の者）の立場で次に掲げる事項について審議し、老人クラブの組

織の強化と活動の活性化を図ることを目的に設置する。 
（１） 若手会員の加入促進・組織化に関する事項 
（２） 若手リーダーの育成・研修会に関する事項 
（３） 若手会員の活躍の場づくりに関する事項 
（４） その他若手会員の発想や行動力を生かした事業に関する事項 
 
（構 成） 
第 2 条 委員会は、別に定める選出区分から推薦された者（75 歳未満の者）をもって構

成し、委員は高知県老人クラブ連合会会長が委嘱する。 
 
（任 期） 
第 3 条 委員の任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない。 
２ 委員の欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（役 員） 
第 4 条 委員会は、次の役員を置き、委員会において選任する。 
（１）委員長   １名 
（２）副委員長  １名 
（３）常任委員  ５名 
２ 選任については、別表によるものとする。 
 
（会議・運営） 
第５条 委員会の運営を図るため、次の会議を開催する。 
（１） 委員会総会 
（２） 常任委員会 
２ 前項の会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。 
 
（規程の変更） 
第 6 条 この規程の変更をしようとするときは、理事会の承認を得なければならない。 
 
（庶 務） 
第 7 条 委員会の庶務は、公益財団法人高知県老人クラブ連合会事務局において処理す

る。 
 

附 則 
 １ この規程は、平成 19 年４月１日から施行する。 
 ２ 初回委員の任期は第 3 条第 1 項の規定にかかわらず、平成 19 年 7 月 1 日から平

成 20 年 3 月 31 日までとする。 
附 則 
 この規程は、平成 25 年 7 月１日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成 27 年 4 月１日から施行する。 
 
別 表 
 役員の選任 
１ 常任委員の選任について 
  次の各ブロックごとに、当該委員の互選により選任する。 
   安芸ブロック（室戸市・安芸市・安芸郡）               1 名 
   中央ブロック（高知市・南国市・香南市・香美市・土佐市・嶺北地区・ 

中央西広域）                      4 名  

高幡ブロック（須崎市・高幡地区）                  1 名 
幡多ブロック（四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡）        1 名 
            計                     7 名 

 
２ 委員長・副委員長の選任について 
  上記常任委員の中から選任する。 
   委員長 1 名   副委員長 1 名 
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附 則 
 １ この規程は、平成 19 年４月１日から施行する。 
 ２ 初回委員の任期は第 3 条第 1 項の規定にかかわらず、平成 19 年 7 月 1 日から平

成 20 年 3 月 31 日までとする。 
附 則 
 この規程は、平成 25 年 7 月１日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成 27 年 4 月１日から施行する。 
 
別 表 
 役員の選任 
１ 常任委員の選任について 
  次の各ブロックごとに、当該委員の互選により選任する。 
   安芸ブロック（室戸市・安芸市・安芸郡）               1 名 
   中央ブロック（高知市・南国市・香南市・香美市・土佐市・嶺北地区・ 

中央西広域）                      4 名  

高幡ブロック（須崎市・高幡地区）                  1 名 
幡多ブロック（四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡）        1 名 
            計                     7 名 

 
２ 委員長・副委員長の選任について 
  上記常任委員の中から選任する。 
   委員長 1 名   副委員長 1 名 
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市町村名 委員数

室 　戸 　市 １名

安   芸   市 １名

東   洋   町

奈 半 利 町

田   野   町

安   田   町

北   川   村

馬   路   村

芸   西   村

高   知   市 １名

南　国　市 １名

香   南   市 １名

香   美   市 １名

本   山   町

大   豊   町

土   佐   町

大   川   村

土   佐   市 １名

い 　の 　町

仁 淀 川 町

佐   川   町

越   知   町

日   高   村

須   崎   市 １名

中 土 佐 町

梼   原   町

津   野   町

四 万 十 町

宿   毛   市 １名

土佐清水市 １名

四 万 十 市 １名

黒   潮   町

大　 月   町

３３市町村 16名

高　知　市

南　国　市

香   南   市

香   美   市

嶺 北 地 区

　
高知県老人クラブ連合会若手委員会　委員選出区分・委員数

選出区分

安
芸
ブ
ロ

ッ
ク

室　戸　市

安   芸   市

安   芸   郡 １名

１名

１名

土   佐   市

中央西広域 １名

幡   多   郡

高
幡
ブ
ロ

ッ
ク

須　 崎 　市

高 幡 地 区 １名

中
央
ブ
ロ

ッ
ク

合　　　　計

幡
多
ブ
ロ

ッ
ク

宿   毛   市

土佐清水市

四 万 十 市
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市町村名 委員数

室 　戸 　市 １名

安   芸   市 １名

東   洋   町

奈 半 利 町

田   野   町

安   田   町

北   川   村

馬   路   村

芸   西   村

高   知   市 １名

南　国　市 １名

香   南   市 １名

香   美   市 １名

本   山   町

大   豊   町

土   佐   町

大   川   村

土   佐   市 １名

い 　の 　町

仁 淀 川 町

佐   川   町

越   知   町

日   高   村

須   崎   市 １名

中 土 佐 町

梼   原   町

津   野   町

四 万 十 町

宿   毛   市 １名

土佐清水市 １名

四 万 十 市 １名

黒   潮   町

大　 月   町

３３市町村 16名

高　知　市

南　国　市

香   南   市

香   美   市

嶺 北 地 区

　
高知県老人クラブ連合会若手委員会　委員選出区分・委員数

選出区分

安
芸
ブ
ロ

ッ
ク

室　戸　市

安   芸   市

安   芸   郡 １名

１名

１名

土   佐   市

中央西広域 １名

幡   多   郡

高
幡
ブ
ロ

ッ
ク

須　 崎 　市

高 幡 地 区 １名

中
央
ブ
ロ

ッ
ク

合　　　　計

幡
多
ブ
ロ

ッ
ク

宿   毛   市

土佐清水市

四 万 十 市

公益財団法人高知県老人クラブ連合会女性委員会設置規程 
（目 的） 
第 1 条 公益財団法人高知県県老人クラブ連合会女性委員会（以下「委員会」という。）

は、老人クラブにおける女性リーダーの相互の連絡提携を図り、女性の立場から活動

の推進と組織の強化を図ることを目的とする。 
 
（構 成） 
第 2 条 委員会は、別に定める選出区分から推薦された女性リーダーをもって構成し、

委員は高知県老人クラブ連合会会長（以下「県老連会長」という。）が委嘱する。 
 
（任 期） 
第 3 条 委員の任期は 2 年とする。ただし、再任は妨げない。 
２ 補充によって委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（役 員） 
第 4 条 委員会は、次の役員を置き、委員会において選任する。 
（１）委員長   １名 
（２）副委員長  １名 
（３）常任委員  ５名 
２ 選任については、別表によるものとする。 
 
（会議・運営） 
第５条 委員会の運営を図るため、次の会議を開催する。 
（１） 委員会総会 
（２） 常任委員会 
２ 前項の会議は県老連会長が招集する。 
 
（提 言） 
第６条 委員会は、老人クラブ活性化のために、必要と認められることにつき、県老連

会長に提言することができる。 
 
（規程の変更） 
第７条 この規程の変更をしようとするときは、理事会の承認を得なければならない。 
 
 
 
附 則 
 この運営内規は、平成６年４月１日から施行する。 
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附 則 
 この運営内規は、平成 10 年４月１日から施行する。 
附 則 
 この運営内規は、平成 18 年４月１日から施行する。 
附 則 
 この運営内規は、平成 20 年４月１日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成 25 年 7 月１日から施行する。 
附 則 
 この規程は、平成 27 年 4 月１日から施行する。 
 
 
 
別 表 
 役員の選任 
１ 常任委員の選任について 
  次の各ブロックごとに、当該委員の互選により選任する。 
   安芸ブロック（室戸市・安芸市・安芸郡）               1 名 
   中央ブロック（高知市・南国市・香南市・香美市・土佐市・嶺北地区・ 

中央西広域）                      4 名  

高幡ブロック（須崎市・高幡地区）                  1 名 
幡多ブロック（四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡）        1 名 
            計                     7 名 

 
２ 委員長・副委員長の選任について 
  上記常任委員の中から選任する。 
   委員長 1 名   副委員長 1 名 
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市町村名 委員数

室 　戸 　市 １名

安   芸   市 １名

東   洋   町

奈 半 利 町

田   野   町

安   田   町

北   川   村

馬   路   村

芸   西   村

高   知   市 １名

南　国　市 １名

香   南   市 １名

香   美   市 １名

本   山   町

大   豊   町

土   佐   町

大   川   村

土   佐   市 １名

い 　の 　町

仁 淀 川 町

佐   川   町

越   知   町

日   高   村

須   崎   市 １名

中 土 佐 町

梼   原   町

津   野   町

四 万 十 町

宿   毛   市 １名

土佐清水市 １名

四 万 十 市 １名

黒   潮   町

大　 月   町

３３市町村 16名

高　知　市

南　国　市

香   南   市

香   美   市

嶺 北 地 区

　
高知県老人クラブ連合会女性委員会　委員選出区分・委員数

選出区分

安
芸
ブ
ロ

ッ
ク

室　戸　市

安   芸   市

安   芸   郡 １名

１名

１名

土   佐   市

中央西広域 １名

幡   多   郡

高
幡
ブ
ロ

ッ
ク

須　 崎 　市

高 幡 地 区 １名

中
央
ブ
ロ

ッ
ク

合　　　　計

幡
多
ブ
ロ

ッ
ク

宿   毛   市

土佐清水市

四 万 十 市
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役    職 氏    名 市   町   村 役    職 氏    名 市   町   村

会      長 竹   内         博 仁 淀 川 町 評　議　員 藤　岡　省　次 高　知　市

副　会　長 小   寺   雅   夫 高   知   市 評　議　員 大　﨑　達　美 高　知　市

副　会　長 井　 上　  洋　 子 い   の   町 評　議　員 長　﨑　正　字 高　知　市

副　会　長 川   村         渡 黒   潮   町
若手委員会委員長 評　議　員 竹　内　正　昭 須　崎　市

副　会　長 谷   岡　  壽満子 室   戸   市
女性委員会委員長 評　議　員 川　村　サトノ 東　洋　町

理　　　　事 北   代    俊   雄 高   知   市 評　議　員 坂　本　達　治 北　川　村

理　　　　事 福  原   　次  善 高   知   市 評　議　員 西　山　利　彦 田　野　町

理　　　　事 有   光   忠   昭 安   芸   市 評　議　員 有　澤　昭　泰 安　田　町

理　　　　事 山   岡   正   和 南   国   市 評　議　員 清　岡　弘　滋 馬　路　村

理　　　　事 土   居   啓   之 土   佐   市 評　議　員 松　本　幸　壽 芸　西　村

理　　　　事 西   郷   典   生 宿   毛   市 評　議　員 中　西　金　保 大　豊　町

理　　　　事 三   木         篤 土佐清水市 評　議　員 前　田　恭　男 本　山　町

理　　　　事 武   田         正 四 万 十 市 評　議　員 岩　﨑　一　仁 大　川　村

理　　　　事 大   谷   修   二 香   南   市 評　議　員 岡　添　美砂子 越　知　町

理　　　　事 奥   宮   達   也 香   美   市 評　議　員 垣　内　陽　三 日　高　村

理　　　　事 伊   藤         智 奈 半 利 町 評　議　員 古　谷　高　敬 中 土 佐 町

理　　　　事 長   野         保 土   佐   町 評　議　員 山　脇　多美子 室　戸　市
若手委員会副委員長

理　　　　事 西   森   勝   仁 佐   川   町 評　議　員 谷　村　照　子 土佐清水市
女性委員会副委員長

理　　　　事 志   手      　　功 梼   原   町

理　　　　事  市   川   廣   美  津   野   町

理　　　　事 植   田   浩   三 四 万 十 町

理　　　　事 橋   本   増   穂 大   月   町

理　　　　事 酒   井   隆   昌 黒   潮   町

理　　　　事 宮   野 　伊知郎 高知大学教育
研究部

常務理事 植   田   演   眞 県老連事務局

監　　　事 平   田   裕   治 香   南   市

監　　　事 廣   光   良   昭 税   理   士

令和7年4月1日現在

（公財）高知県老人クラブ連合会

役　　員　　名　　簿
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令和７年度 事務局事務分担表 
 

職 名 氏 名 業 務 内 容 

事務局長 植田 演眞 

 

○事務局の総括 

○理事会・評議員会・正副会長会に関すること 

〇広報（機関紙、ホームページ等）に関すること 

主  任 津野 理枝 ○予算・決算・監査に関すること 

○歳入歳出事務に関すること 

○地域支え合いの推進に関すること 

○会員増強に関すること 

○ブロック別会長・事務担当者会に関すること 

○女性委員会に関すること 

○市町村老連会長・事務担当者会に関すること 

〇新規会員加入促進・解散防止モデル事業に関すること 

○会員増クラブに対する助成事業に関すること 

○老人クラブ活動支援事業に関すること 

○社会参加活動の推進に関すること 

○財産の管理運用に関すること 

〇高知県老人クラブ大会に関すること 

○全国大会に関すること 

〇四国４県老人クラブ連合会協議会に関すること 

○老人クラブ傷害保険に関すること 

○物品販売に関すること 

〇新採職員の人材育成 

主  事 関野 悦子 ○健康づくり・介護予防に関すること 

〇健康づくりリーダー養成事業に関すること 

〇会員パワーアップ研修会に関すること 

○若手委員会に関すること 

〇若手・女性会員加入促進事業に関すること 

〇若手高齢者広域スポーツ等交流会開催事業に関すること 

〇ろうれんピックに関すること 

○元気ハツラツ＆はちきん大会に関すること 

○中四国ブロックリーダー研修会に関すること 
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市町村老連名 郵便番号 住　　　　　　　　　　所 電　話

高　知　市　老人クラブ連合会 780-8015 高知市百石町3-1-30　高知市南部健康福祉センター２Ｆ 088(831)3324

室   戸   市　老人クラブ連合会 781-7109 室戸市領家87　室戸市社会福祉協議会内 0887(22)1348

安   芸   市　老人クラブ連合会 784-0043 安芸市川北甲5685　安芸市社会福祉協議会内 0887(35)2915

南   国   市　老人クラブ連合会 783-0001 南国市日吉町2丁目3-28　南国市社会福祉協議会内 088(863)4444

土   佐   市　老人クラブ連合会 781-1102 土佐市高岡町乙3451-1　土佐市社会福祉協議会内 088(852)2145

須   崎   市　老人クラブ連合会 785-0007 須崎市南古市町6－3　交流ひろばすさき３F 0889(42)0736

宿   毛   市　老人クラブ連合会 788-0012 宿毛市高砂4-56　宿毛市社会福祉協議会内 0880(65)7665

土佐清水市　老人クラブ連合会 787-0323 土佐清水市寿町11-9　土佐清水市社会福祉協議会内 0880(82)3500

四 万 十 市　老人クラブ連合会 787-0012 四万十市右山五月町８－３　四万十市社会福祉協議会内 0880(35)3011

香   南   市　高齢者クラブ連合会 781-5452 香南市香我美町下分646　香南市社会福祉協議会内 0887(57)7300

香　美　市　老人クラブ連合会 781-4211 香美市香北町韮生野336-11　香美市社協 香北支所内 0887(59)2140

東   洋   町　老人クラブ連合会 781-7414 安芸郡東洋町大字生見758-3 住民課 0887(29)3394

奈 半 利 町　老人クラブ連合会 781^6402 安芸郡奈半利町乙1269-1　奈半利町社会福祉協議会内 0887(38)7346

田　野　町　老人クラブ連合会 781-6410 安芸郡田野町1828-4　田野町社会福祉協議会内 0887(38)5325

安　田　町　老人クラブ連合会 781-6423 安芸郡安田町大字西島40-2　安田町社会福祉協議会内　 0887(38)5500

北　川　村　老人クラブ連合会 781-6441 安芸郡北川村野友甲710-2　北川村社会福祉協議会内 0887(38)6895

馬　路　村　老人クラブ連合会 781-6201 安芸郡馬路村大字馬路407-1　馬路村社会福祉協議会内 0887(42)1020

芸　西　村　老人クラブ連合会 781-5701 安芸郡芸西村和食甲1262　芸西村役場　健康福祉課 0887(33)2112

本　山　町　老人クラブ連合会 781-3601 長岡郡本山町本山1041　本山町社会福祉協議会内 0887(76)2312

大　豊　町　老人クラブ連合会 789-0250 長岡郡大豊町黒石345-7　大豊町社会福祉協議会内 0887(73)1200

土　佐　町　老人クラブ連合会 781-3401 土佐郡土佐町土居206　土佐町社会福祉協議会内 0887(82)1067

大　川　村　老人クラブ 781-3703 土佐郡大川村小松78-6　大川村社会福祉協議会内 0887(84)2361

い　の　町　老人クラブ連合会 781-2110 吾川郡いの町1400　いの町社会福祉協議会内 088(892)0515

仁 淀 川 町　老人クラブ連合会 781-1501 吾川郡仁淀川町大崎264-8　仁淀川町社会福祉協議会 0889(35)0207

中 土 佐 町　老人クラブ連合会 789-1301 高岡郡中土佐町久礼6584-1　中土佐町民交流会館内 0889(52)2058

佐　川　町　老人クラブ連合会 789-1202 高岡郡佐川町乙2310　佐川町社会福祉協議会内 0889(22)1510

越　知　町　老人クラブ連合会 781-1301 高岡郡越知町越知甲2457　越知町社会福祉協議会内　 0889(26)1149

梼　原　町　老人クラブ連合会 785-0612 高岡郡梼原町川西路2321-１　梼原町社会福祉協議会内 0889(65)1235

日　高　村　老人クラブ連合会 781-2152 高岡郡日高村沖名5　日高村社会福祉協議会内 0889(24)5310

津　野　町　老人クラブ連合会 785-0202 高知県高岡郡津野町姫野々431-1 津野町総合保健福祉センター 0889(55)2115

四 万 十 町　老人クラブ連合会 786-0004 高岡郡四万十町茂串町11-30　四万十町社会福祉センター内 0880(22)1195

大　月　町　老人クラブ連合会 788-0311 幡多郡大月町鉾土603  大月町社会福祉協議会内 0880(73)1119

789-1931 幡多郡黒潮町入野2017-1保健福祉センター内 0880(43）2835

789-1720 幡多郡黒潮町佐賀920　黒潮町社協　佐賀支所内 0880(55）3250
3

市町村老人クラブ連合会　事務局一覧

黒　潮　町　老人クラブ連合会



 

 

８ 資料・統計関係 
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◎市町村別老人クラブ数・会員数一覧 

◎市町村別老人クラブ数・会員数の推移 

◎県老連が所有するスポーツ用具の貸出について 

◎県老連ホームページの活用について 

◎老人クラブ会員章と老人クラブ手帳・活動日誌・会計簿のご案内 

◎全老連教材販売品について 

◎いきいきクラブ体操【図解】 

◎老人クラブ傷害保険・賠償責任保険 
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会員数 ６０歳以上人口 本県加入率

（人） （千人） （％）

昭和 36 26 9.5
40 493 36,821 119 30.9 37.5
45 799 50,914 124 41.1 45.6
50 1,074 64,576 137 47.4 50.0
52 1,141 68,203 138 49.5 49.9
55 1,282 71,512 150 47.7 51.0
60 1,356 76,454 170 45.0 47.1
61 1,360 74,312 176 42.3 45.7
62 1,359 71,564 185 38.7 44.4
63 1,358 70,142 188 37.8 42.8

平成 元 1,362 69,204 192 36.1 41.7
2 1,362 69,141 197 35.0 40.4
3 1,366 69,834 203 34.5 39.4
4 1,375 70,051 208 33.8 38.1
5 1,380 70,302 213 33.1 37.3
6 1,404 70,967 217 32.8 36.3
7 1,402 70,333 221 31.9 35.3
8 1,400 70,164 225 31.1 34.2
9 1,399 69,759 229 30.4 33.2
10 1,398 69,420 232 29.9 32.3
11 1,165 54,613 162 33.8 31.4
12 1,163 54,144 163 33.3 30.5
13 1,161 53,215 164 32.4 29.4
14 1,149 52,103 167 31.2 28.1
15 1,138 50,010 168 29.7 27.0
16 1,111 47,092 170 27.7 25.1
17 1,082 45,427 170 26.7 24.1
18 1,000 41,416 169 24.5 23.1
19 955 39,399 173 22.8 21.7
20 881 35,346 171 20.7 20.5
21 824 31,954 170 18.7 19.8
22 774 29,749 173 17.2 18.4
23 745 28,256 175 16.1 16.6
24 718 26,727 176 15.2 16.4
25 692 25,203 176 14.3 15.7
26 652 23,466 175 13.4 15.0
27 823 30,985 294 10.5 14.4
28 791 29,843 293 10.2 13.8
29 759 28,723 292 9.8 13.3
30 735 27,213 291 9.3 12.8

令和 元 715 26,198 291 9.0 12.1
2 673 24,560 291 8.4 11.5
3 651 23,190 290 8.0 10.8
4 625 21,689 288 7.5 10.1
5 595 19,955 285 7.0 9.3
6 563 18,567 284 6.5

※

※

※

※

※ 平成18年以降、三原村は除く、

全国加入率は、全国老人クラブ連合会発行の「老人クラブリーダー必携」による。

平成11年～26年は高知市（平成20以降は旧春野町分を含む）を、平成21年～26年は大月町を除くが、高知
市及び大月町ともに、平成27年度に再加入。

60歳以上人口は、各年４月１日現在の「高知県推計人口、人口動態及び推計世帯数」による。

老人クラブ数 ・会員数と加入率の推移（創設～）

年 クラブ数
全国加入率（％）

（参考）

クラブ数・会員数は、各年４月１日現在で、市町村老連からの報告による。

市町村老連名 郵便番号 住　　　　　　　　　　所 電　話

高　知　市　老人クラブ連合会 780-8015 高知市百石町3-1-30　高知市南部健康福祉センター２Ｆ 088(831)3324

室   戸   市　老人クラブ連合会 781-7109 室戸市領家87　室戸市社会福祉協議会内 0887(22)1348

安   芸   市　老人クラブ連合会 784-0043 安芸市川北甲5685　安芸市社会福祉協議会内 0887(35)2915

南   国   市　老人クラブ連合会 783-0001 南国市日吉町2丁目3-28　南国市社会福祉協議会内 088(863)4444

土   佐   市　老人クラブ連合会 781-1102 土佐市高岡町乙3451-1　土佐市社会福祉協議会内 088(852)2145

須   崎   市　老人クラブ連合会 785-0007 須崎市南古市町6－3　交流ひろばすさき３F 0889(42)0736

宿   毛   市　老人クラブ連合会 788-0012 宿毛市高砂4-56　宿毛市社会福祉協議会内 0880(65)7665

土佐清水市　老人クラブ連合会 787-0323 土佐清水市寿町11-9　土佐清水市社会福祉協議会内 0880(82)3500

四 万 十 市　老人クラブ連合会 787-0012 四万十市右山五月町８－３　四万十市社会福祉協議会内 0880(35)3011

香   南   市　高齢者クラブ連合会 781-5452 香南市香我美町下分646　香南市社会福祉協議会内 0887(57)7300

香　美　市　老人クラブ連合会 781-4211 香美市香北町韮生野336-11　香美市社協 香北支所内 0887(59)2140

東   洋   町　老人クラブ連合会 781-7414 安芸郡東洋町大字生見758-3 住民課 0887(29)3394

奈 半 利 町　老人クラブ連合会 781^6402 安芸郡奈半利町乙1269-1　奈半利町社会福祉協議会内 0887(38)7346

田　野　町　老人クラブ連合会 781-6410 安芸郡田野町1828-4　田野町社会福祉協議会内 0887(38)5325

安　田　町　老人クラブ連合会 781-6423 安芸郡安田町大字西島40-2　安田町社会福祉協議会内　 0887(38)5500

北　川　村　老人クラブ連合会 781-6441 安芸郡北川村野友甲710-2　北川村社会福祉協議会内 0887(38)6895

馬　路　村　老人クラブ連合会 781-6201 安芸郡馬路村大字馬路407-1　馬路村社会福祉協議会内 0887(42)1020

芸　西　村　老人クラブ連合会 781-5701 安芸郡芸西村和食甲1262　芸西村役場　健康福祉課 0887(33)2112

本　山　町　老人クラブ連合会 781-3601 長岡郡本山町本山1041　本山町社会福祉協議会内 0887(76)2312

大　豊　町　老人クラブ連合会 789-0250 長岡郡大豊町黒石345-7　大豊町社会福祉協議会内 0887(73)1200

土　佐　町　老人クラブ連合会 781-3401 土佐郡土佐町土居206　土佐町社会福祉協議会内 0887(82)1067

大　川　村　老人クラブ 781-3703 土佐郡大川村小松78-6　大川村社会福祉協議会内 0887(84)2361

い　の　町　老人クラブ連合会 781-2110 吾川郡いの町1400　いの町社会福祉協議会内 088(892)0515

仁 淀 川 町　老人クラブ連合会 781-1501 吾川郡仁淀川町大崎264-8　仁淀川町社会福祉協議会 0889(35)0207

中 土 佐 町　老人クラブ連合会 789-1301 高岡郡中土佐町久礼6584-1　中土佐町民交流会館内 0889(52)2058

佐　川　町　老人クラブ連合会 789-1202 高岡郡佐川町乙2310　佐川町社会福祉協議会内 0889(22)1510

越　知　町　老人クラブ連合会 781-1301 高岡郡越知町越知甲2457　越知町社会福祉協議会内　 0889(26)1149

梼　原　町　老人クラブ連合会 785-0612 高岡郡梼原町川西路2321-１　梼原町社会福祉協議会内 0889(65)1235

日　高　村　老人クラブ連合会 781-2152 高岡郡日高村沖名5　日高村社会福祉協議会内 0889(24)5310

津　野　町　老人クラブ連合会 785-0202 高知県高岡郡津野町姫野々431-1 津野町総合保健福祉センター 0889(55)2115

四 万 十 町　老人クラブ連合会 786-0004 高岡郡四万十町茂串町11-30　四万十町社会福祉センター内 0880(22)1195

大　月　町　老人クラブ連合会 788-0311 幡多郡大月町鉾土603  大月町社会福祉協議会内 0880(73)1119

789-1931 幡多郡黒潮町入野2017-1保健福祉センター内 0880(43）2835

789-1720 幡多郡黒潮町佐賀920　黒潮町社協　佐賀支所内 0880(55）3250
3

市町村老人クラブ連合会　事務局一覧

黒　潮　町　老人クラブ連合会
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加入率

クラブ数 会員数（Ａ） A/B(%)

高　 知　 市 Ｓ３６．１１．６ 104 3,677 119,471 3.1%

室　 戸　 市 Ｓ４５．４．１ 17 770 6,466 11.9%

安   芸   市 Ｓ４１．６．６ 29 1,007 7,599 13.3%

南   国   市 Ｓ３９．４．１ 14 492 17,548 2.8%

土   佐   市 Ｓ４２．４．１ 11 584 10,735 5.4%

須   崎   市 Ｓ５３．４．１ 9 272 9,340 2.9%

宿   毛   市 Ｓ３９．４．１ 27 890 8,670 10.3%

土佐清水市 Ｓ４２．１１月 40 1,410 6,709 21.0%

四 万 十 市 Ｈ１７．５．１６ 19 590 13,980 4.2%

香   南   市 Ｈ１８．４．１ 26 701 12,340 5.7%

香   美   市 Ｈ１８．５．３１ 26 787 11,175 7.0%

東   洋   町 Ｓ６０．６．１２ 2 72 1,183 6.1%

奈 半 利 町 Ｓ３９．５．２０ 7 119 1,592 7.5%

田   野   町 Ｓ４３．４．１ 7 201 1,189 16.9%

安   田   町 Ｓ５１．４．１２ 7 114 1,211 9.4%

北   川   村 Ｓ５３．４．１ 5 120 565 21.2%

馬   路   村 Ｓ４４．１２．１０ 1 25 345 7.2%

芸   西   村 Ｓ４１．２．１ 2 62 1,648 3.8%

本   山   町 Ｓ４３．４．１ 9 294 1,644 17.9%

大   豊   町 Ｓ４０．１０．２５ 11 234 1,970 11.9%

土   佐   町 Ｓ４０．４．１ 10 329 1,961 16.8%

大   川   村 --- 1 31 152 20.4%

い   の   町 Ｈ１６．１０．１ 28 979 9,959 9.8%

仁 淀 川 町 Ｈ１７．８．１ 9 391 2,743 14.3%

中 土 佐 町 Ｈ１８．１．１ 7 193 3,101 6.2%

佐   川   町 Ｓ４９．４．１ 17 453 5,837 7.8%

越   知   町 Ｓ４１．３．７ 4 105 2,620 4.0%

梼   原   町 Ｓ３８．８．１ 14 358 1,679 21.3%

日   高   村 Ｓ４８．１２．２５ 19 601 2,339 25.7%

津   野   町 Ｈ１７．４．１ 14 462 2,677 17.3%

四 万 十 町 Ｈ１８．６．３０ 14 418 7,776 5.4%

大   月   町 Ｓ３７．５．２０ 25 875 2,414 36.2%

黒   潮   町 Ｈ１８．４．１ 28 951 5,135 18.5%

合　　計 563 18,567 283,773 6.5%

＊クラブ数・会員数は、令和6年4月1日現在で、市町村老連からの報告による（三原村を除く）。
＊60歳以上人口は、令和6年4月1日現在の「市町村別推計人口、人口動態及び推計世帯数」による。

市町村別老人クラブ数・会員数　一覧　

総数 60歳以上
人口（Ｂ）

令和６年４月1日現在

　　　　　　　　　　　　　　クラブ・会員数

市町村名・現連合会設立年月日
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クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数

高　 知　 市 144 5,755 133 5,329 127 4,960 119 4,559 109 4,011 104 3,677 △ 5 △ 334

室　 戸　 市 23 1,150 20 1,074 20 949 18 786 16 730 17 770 1 40

安   芸   市 35 1,197 34 1,125 34 1,227 34 1,231 32 1,145 29 1,007 △ 3 △ 138

南   国   市 27 1,029 21 810 19 729 18 648 17 517 14 492 △ 3 △ 25

土   佐   市 14 872 13 870 12 814 10 721 10 637 11 584 1 △ 53

須   崎   市 11 381 10 311 10 315 10 305 9 293 9 272 0 △ 21

宿   毛   市 30 1,184 29 1,130 28 1,051 28 1,007 27 942 27 890 0 △ 52

土佐清水市 44 1,682 44 1,676 44 1,622 44 1,580 44 1,542 40 1,410 △ 4 △ 132

四 万 十 市 25 910 23 815 22 750 20 644 20 643 19 590 △ 1 △ 53

香   南   市 29 885 30 849 29 876 30 887 27 756 26 701 △ 1 △ 55

香   美   市 34 1,110 33 1,015 31 949 31 930 30 877 26 787 △ 4 △ 90

東   洋   町 2 82 2 78 2 73 2 71 2 70 2 72 0 2

奈 半 利 町 7 148 7 132 7 122 7 116 7 117 7 119 0 2

田   野   町 7 218 7 222 7 215 7 205 7 208 7 201 0 △ 7

安   田   町 7 125 7 133 7 136 7 120 7 116 7 114 0 △ 2

北   川   村 5 145 5 140 5 137 5 120 5 118 5 120 0 2

馬   路   村 1 32 1 31 1 30 1 30 1 24 1 25 0 1

芸   西   村 2 77 1 58 1 57 1 55 2 63 2 62 0 △ 1

本   山   町 9 328 10 355 10 339 9 312 9 297 9 294 0 △ 3

大   豊   町 11 317 11 294 11 267 11 261 11 267 11 234 0 △ 33

土   佐   町 11 538 10 492 10 443 10 403 10 329 10 329 0 0

大   川   村 2 47 2 40 1 36 1 35 1 31 1 31 0 0

い   の   町 35 1,408 32 1,376 30 1,117 29 1,058 28 987 28 979 0 △ 8

仁 淀 川 町 13 568 12 516 12 472 12 441 11 405 9 391 △ 2 △ 14

中 土 佐 町 15 417 11 298 9 264 7 212 7 194 7 193 0 △ 1

佐   川   町 24 537 21 507 21 506 18 472 17 444 17 453 0 9

越   知   町 6 195 6 191 6 180 5 132 4 112 4 105 0 △ 7

梼   原   町 14 331 14 358 14 355 14 361 14 366 14 358 0 △ 8

日   高   村 19 699 19 686 19 667 19 654 19 611 19 601 0 △ 10

津   野   町 20 684 20 657 19 623 19 606 18 576 14 462 △ 4 △ 114

四 万 十 町 27 806 26 785 24 734 20 615 17 506 14 418 △ 3 △ 88

大   月   町 29 1,080 28 1,034 28 1,037 28 1,019 28 983 25 875 △ 3 △ 108

黒   潮   町 33 1,261 31 1,173 31 1,138 31 1,093 29 1,038 28 951 △ 1 △ 87

合　　計 715 26,198 673 24,560 651 23,190 625 21,689 595 19,955 563 18,567 △ 32 △ 1,388

令和６年４月令和５年４月令和４年４月

市町村別老人クラブ数・会員数の推移

　　　　　　年度

市町村名

 令和５・６年比較平成３１年４月 令和２年４月 令和３年４月

クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数 クラブ数 会員数

高　 知　 市 144 5,755 133 5,329 127 4,960 119 4,559 109 4,011 104 3,677 △ 5 △ 334

室　 戸　 市 23 1,150 20 1,074 20 949 18 786 16 730 17 770 1 40

安   芸   市 35 1,197 34 1,125 34 1,227 34 1,231 32 1,145 29 1,007 △ 3 △ 138

南   国   市 27 1,029 21 810 19 729 18 648 17 517 14 492 △ 3 △ 25

土   佐   市 14 872 13 870 12 814 10 721 10 637 11 584 1 △ 53

須   崎   市 11 381 10 311 10 315 10 305 9 293 9 272 0 △ 21

宿   毛   市 30 1,184 29 1,130 28 1,051 28 1,007 27 942 27 890 0 △ 52

土佐清水市 44 1,682 44 1,676 44 1,622 44 1,580 44 1,542 40 1,410 △ 4 △ 132

四 万 十 市 25 910 23 815 22 750 20 644 20 643 19 590 △ 1 △ 53

香   南   市 29 885 30 849 29 876 30 887 27 756 26 701 △ 1 △ 55

香   美   市 34 1,110 33 1,015 31 949 31 930 30 877 26 787 △ 4 △ 90

東   洋   町 2 82 2 78 2 73 2 71 2 70 2 72 0 2

奈 半 利 町 7 148 7 132 7 122 7 116 7 117 7 119 0 2

田   野   町 7 218 7 222 7 215 7 205 7 208 7 201 0 △ 7

安   田   町 7 125 7 133 7 136 7 120 7 116 7 114 0 △ 2

北   川   村 5 145 5 140 5 137 5 120 5 118 5 120 0 2

馬   路   村 1 32 1 31 1 30 1 30 1 24 1 25 0 1

芸   西   村 2 77 1 58 1 57 1 55 2 63 2 62 0 △ 1

本   山   町 9 328 10 355 10 339 9 312 9 297 9 294 0 △ 3

大   豊   町 11 317 11 294 11 267 11 261 11 267 11 234 0 △ 33

土   佐   町 11 538 10 492 10 443 10 403 10 329 10 329 0 0

大   川   村 2 47 2 40 1 36 1 35 1 31 1 31 0 0

い   の   町 35 1,408 32 1,376 30 1,117 29 1,058 28 987 28 979 0 △ 8

仁 淀 川 町 13 568 12 516 12 472 12 441 11 405 9 391 △ 2 △ 14

中 土 佐 町 15 417 11 298 9 264 7 212 7 194 7 193 0 △ 1

佐   川   町 24 537 21 507 21 506 18 472 17 444 17 453 0 9

越   知   町 6 195 6 191 6 180 5 132 4 112 4 105 0 △ 7

梼   原   町 14 331 14 358 14 355 14 361 14 366 14 358 0 △ 8

日   高   村 19 699 19 686 19 667 19 654 19 611 19 601 0 △ 10

津   野   町 20 684 20 657 19 623 19 606 18 576 14 462 △ 4 △ 114

四 万 十 町 27 806 26 785 24 734 20 615 17 506 14 418 △ 3 △ 88

大   月   町 29 1,080 28 1,034 28 1,037 28 1,019 28 983 25 875 △ 3 △ 108

黒   潮   町 33 1,261 31 1,173 31 1,138 31 1,093 29 1,038 28 951 △ 1 △ 87

合　　計 715 26,198 673 24,560 651 23,190 625 21,689 595 19,955 563 18,567 △ 32 △ 1,388

令和６年４月令和５年４月令和４年４月

市町村別老人クラブ数・会員数の推移

　　　　　　年度

市町村名

 令和５・６年比較平成３１年４月 令和２年４月 令和３年４月
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県老連が所有するスポーツ用具の貸出について 

  

１ 貸出が可能なスポーツ用具 

№ 競技種目 数量 

① フロッカー（フロア―カーリング） ４セット 

② シャフルボード ３セット 

③ ダーツ ３セット 

④ スカットボール ２セット 

⑤ ワナゲ １０セット 

⑥ スクエアステップマット ４枚  

※スクエアステップ教室を開催するには、ス

クエアステップ協会指導員取得が必要で

す。県老連までお問い合せください。 

⑦ ペタンク 屋外用 ２セット 

⑧ ニチレクボール 屋内用 ５セット 

⑨ モルック １セット 

⑩ ボッチャ １セット 

    

２ 貸出対象者等 

①  貸出対象者 

  ・高知県内市町村老人クラブ連合会又は単位老人クラブ 

②  貸出目的 

・うえのクラブが実施するスポーツイベント（講習会含む） 

 

３ 貸出方法 

① 事前申し込み 

  ・「スポーツ用具借用申込書」により、事前に申し込みを行ってください。（FAX可） 

  ・申し込みは、貸出日の２か月前から受け付けます。 

  ・事前に申込書の提出ができない場合は、電話で申し込んだうえで、貸出を受ける際に

申込書を提出してください。 

  ・「スポーツ用具借用申込書」は、県老連ホームページからダウンロードしていただくか、

電話で連絡をしてください。（TEL 088-844-9154） 

②  貸出期間 

  ・概ね１～２週間以内 

③ 貸出場所及び返却場所 

  ・高知県老人クラブ連合会（高知市朝倉戊375－1 高知県立ふくし交流プラザ4階） 

 

４ 貸出料金 

  無料 

 

５ 貸出にあたっての注意事項 

・当会が行うイベントがある場合には、貸し出しができません。 

・用具の数量には限りがあることから、貸し出しができない場合があります。 

・用具を紛失又は破損した場合は、現物又はそれに相当する金額をいただくことがありま

すので、使用、管理には十分注意をしてください。 
・用具は、使用前、使用後に借用者で消毒を行うとともに、返却前に清掃をしてください。 
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① フロッカー 
② シャフルボード 

   ③ ダーツ   ④ スカットボール    ⑤ ワナゲ 

  ⑥ スクエアステップマット    ⑦ ペタンク ⑧ ニチレクボール 

グラウンド・ゴルフを一緒に楽しみませんか！ 

健康づくりや介護予防につながりますよ。 

初心者の方には、高知県グラウンド・ゴルフ協会が“道具の貸

し出し”や“出前講習”にお伺いします。 

【連絡先】 

 〒781-0240 高知市横浜 765 

 TEL 088-848-2112   FAX 088-821-8440 

  グラウンド・ゴルフ 

⑨ モルック ⑩ ボッチャ 



56

県老連ホームページの活用について 

 

ＱＲコード（スマートフォンのカメラで読み取れます。） 

 

 

① 市町村老連専用サイト 

申込書などの提出様式をダウンロード

することができます。 

※初回のみ登録必要 

ユーザー  ３９３０ 

パスワード ！３９３０ｋｏｃｈｉ 
と入力 

② 市町村の活動状況 投稿募集！ 

各市町村老連発刊の会報の掲載や

行事活動を掲載できます。 

⑩ 県老連お知らせ 

最新の行事予定や開催情報

を随時お知らせしています。 

⑦ Facebook 

活動報告を随時掲載しています。 

⑨ スポーツ用具の貸出 

スポーツ用具借用申込書やルー 

ル説明書、得点記録表をダウンロ

ードすることができます。 

④ 月刊「全老連」 

全国老人クラブ連合会が毎月１回発刊。 

※内容やレイアウトは変更することがあります。 

⑥ 折り紙等の作品集（YouTube 動画） 

会員の皆さんがこれまでに製作された

「ちぎり絵」や「折り紙」を動画で紹介。 

⑤ 全国老人クラブ連合会保険係 HP 

  老人クラブ会員が加入できる傷害

保険・賠償責任保険を紹介。 

③ 機関紙「よさこいクラブ高知」 

過去の掲載号を閲覧できます。 

⑧ 活動写真 

ろうれんピックや元気ハツラツ＆はち

きん大会などの様子を掲載中。 

県老連のホームページには、さまざまな情報を掲載しています。 

 市町村老連の活動や会報を紹介することもできます。 

ぜひ、会員の皆様や関係者の方々にも広くご紹介ください。 

小文字 
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会員章を胸に活動の輪を広げましょう。 

創造と連帯のシンボル 

老人クラブ会員章 一口 1,000 円 
 

●末広鶴と…  鶴（高齢者）が、両翼を扇（末広）状に広げて、日章（日本）を担って 

日の丸   いる図となっています。 

すなわち、高齢者の歩みは、わが国を守り、家庭生活を支えてきたもので 

あることを表します。 

なお、両翼の張り出しは、高齢者の衰えぬ活動意欲を象徴しています。 

 

 

 

 

 

 

全社協の出版する老人クラブ手帳・活動日誌・会計簿のご案内 
 

 
 

 

 

 

 

 

※お問い合わせ・申込みは、高知県老人クラブ連合会まで 

１冊 ７００円（税込み） 

１冊 ４００円（税込み） 

直径１8ｍｍ 

老人クラブ手帳 

老人クラブ会員向けの便利なポケットサイズの手帳です。 

毎日の予定表には、歩数記録欄が付いています。 

資料には、年齢早見表なども収録しています。 

老人クラブ活動日誌 

１冊 ４００円（税込み） 

予算・決算の報告用紙や領収書添付欄なども付

いて、経理の実務経験がなくてもつけやすい会

計簿です。 

年間計画表や市町村提出用の実績報

告書なども付いて、使いやすい日誌で

す。 

老人クラブ会計簿 
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（12345678） + （ ）
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1 2 3 4
5 6 7 8

1 2 3 4
5 6 7 8

1 2  3 4
5 6  7 8

1 2 3 4
5 6 7 8

1 2  3 4
5 6  7 8

2 肩と胸の運動 全体を２回繰り返し

3 足腰の運動 足をかえて２回繰り返し

5 ひざの屈伸と背筋の運動 全体を２回繰り返し

7 腰と背中のストレッチ 全体を２回繰り返し

4 上体の運動 全体を２回繰り返し

6 バランス感覚を養う運動 全体を２回繰り返し

1 手足の運動 全体を２回繰り返し

いきいきクラブ体操

準備
前奏を聞きながら

１～16

全国老人クラブ連合会

～立ってする体操～

●良い姿勢で、大きくのびのびと体操をしましょう。
●音楽「リズムローレン」に合わせて行いましょう。
●ウォーキングやスポーツの準備体操として行いましょう。
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ぶ
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2 肩と胸の運動 全体を２回繰り返し

3 足を丈夫にする運動 足をかえて４回繰り返し

5 背筋の運動

7 腰と背中のストレッチ 全体を２回繰り返し

4 上体の運動 全体を２回繰り返し

6 足踏みとひざ抱えの運動
足をかえて４回繰り返し

1 手足の運動

いきいきクラブ体操

準備
前奏を聞きながら

１～16

全国老人クラブ連合会

●ひじかけのない安定した椅子を使いましょう。
●少し浅く腰かけ、姿勢を正しく保ちましょう。
●音楽「リズムローレン」に合わせて行いましょう。
●畳やカーペットに腰をおろしてもできます。

～椅子に座ってする体操～
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手を下に
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大
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自分がケガをした時の保険です。（病気は対象外）。
一部のタイプでは他人の物を壊したり、

他人にケガをさせた場合＊1も対象となります。１人1口加入で年齢制限はありません

● 掛金タイプと補償内容

＊１ 法律上の賠償責任が伴う対人・対物事故が対象です。

＊１ 法律上の賠償責任が伴う老人クラブ活動中の対人・対物事故が対象です。往復途上は対象外。

◆この保険の対象は、全国老人クラブ連合会に連なる都道府県・指定都市老連および市区町村老連に加入している単
位老人クラブです。

◆全国老人クラブ連合会が契約者となり、各単位老人クラブで取りまとめて申し込む団体保険です。個人での加入手続
きはできません。

◆新規加入をご希望、ご検討の際は、クラブで担当者を決めて全老連「保険係」まで資料をご請求ください。
※保険担当者とは・・・加入者の取りまとめ、加入申込書の記入、申込内容確認の窓口等をしてくださる方です。会長様は特に登録いた

しませんので実務をしてくださる方をご登録ください。全老連保険係や保険会社から照会の連絡が入る場合があります。

所属する単位老人クラブがあらかじめ計画・実施する活動、市区町村（地区・校区）から全国までの各老
連が主催する活動イベント、老人クラブ関係者として他団体の活動への参加（往復途上を含む）

2025年10月始期
2026年 4月始期版

（複数口加入はできません）。

〒100-0013  東京都千代田区霞が関３-３-２ 新霞が関ビル５階

ホームページ  http://www.senior-ltd.com/ メールアドレス  hoken@senior-ltd.com

公益財団法人

〈取扱代理店〉有限会社 シニアサービス社　TEL.03-3597-8768
〈引受幹事保険会社〉東京海上日動火災保険株式会社 医療・福祉法人部　TEL.03-3515-4143

03-3597-8770お問い合わせ
ご相談 先専用FAX03-3597-8767加入申込書等、

資 料 請 求 先

受付時間 9：30から12：00まで
13：00から17：00まで

土、日、祝祭日、
年末年始休

傷 害 保 険〈掛金・補償内容〉

老人クラブ会員向けに傷害保険・賠償責任保険で安心補償いきいき活動を
支える

他人の物を壊したり、ケガをさせた時＊1の保険。自分のケガは対象になりません。

賠 償 責 任 保 険

① 対　象：
③ 掛　金：

② 保険期間：
④ 補　　償：

単位老人クラブ（全員加入が条件となります）
1人年額100円（最低引受保険料3,000円）

毎年10月から1年間（中途加入可）
支払限度額1億円

〈掛金・補償内容〉老人クラブ

老人クラブ

※この広告は、以下の商品についてご紹介したものです。
【老人クラブ傷害保険】老人クラブ団体傷害保険特約付帯傷害保険・総合生活保険（傷害補償）
【老人クラブ賠償責任保険】施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険
ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」「概要」「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は、ご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明
な点は、代理店までお問い合わせください。

2025年3月作成　24TC-007501

● 保険始期月
　 および保険期間 10月

  4月
2025年
2026年

2025年
2026年

10月1日午後4時から1年間
  4月1日午後4時から1年間

手続き期間（締切日厳守）
2025年7月15日～9月15日まで
2026年1月15日～3月15日まで

保険始期月 保険期間

タイプ

補償内容
（保険金額）

クラブ活動中(往復途上を含む)・クラブ活動中以外を問わず
日常生活全般（24時間）のケガを補償します。 クラブ活動中(往復途上を含む)の

ケガを補償します。

掛  金

【補償額】上段：活動中のケガの補償額　下段：（活動中以外のケガの補償額）

24時間型 活  動  型

8,000円／年 5,000円／年 3,500円／年 1,000円／年 500円／年12,000円／年

死亡保険金

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

1事故につき30日限度

1事故につき30日限度

410万円
（250万円）

160万円
（ー）

6,300円
（2,500円）

3,900円
（1,350円）

290万円
（210万円）

80万円
（ー）

3,370円
（1,420円）

2,010円
（760円）

270万円
（190万円）

80万円
（ー）

3,320円
（1,370円）

1,970円
（720円）

170万円
（125万円）

45万円
（ー）

2,070円
（1,080円）

1,140円
（550円）

80万円

80万円

1,950円

1,250円

45万円

45万円

980円

590円

【クラブ活動中とは】

■ 8,000円、12,000円タイプには「個人賠償責任補償」（1億円限度）、「地震・噴火・津波補償」の特約がついています。

（1人あたり）
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